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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第33期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、１株当たり当期純損失であるため記載して

おりません。 

３ 第33期中間期および第35期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 従業員数欄の（外書）については、平均臨時雇用者数として表示しております。 

５ 第34期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (百万円) 31,316 31,218 32,141 61,202 63,729

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 96 689 948 △2,455 1,742

中間(当期)純利益又は 
当期純損失(△)

(百万円) 31 216 960 △7,957 1,286

純資産額 (百万円) 23,577 16,521 20,210 16,049 18,568

総資産額 (百万円) 54,570 48,727 48,503 49,658 49,696

１株当たり純資産額 (円) 667.15 455.26 465.60 454.13 456.36

１株当たり中間(当期) 
純利益金額又は 
当期純損失金額(△)

(円) 0.89 6.12 22.59 △225.17 34.37

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― 5.77 ― ― 31.71

自己資本比率 (％) 43.2 33.9 41.7 32.3 37.4

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △50 1,167 456 283 3,035

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) △616 △72 △43 △130 △64

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(百万円) 697 2,251 △1,627 △263 822

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(百万円) 1,298 4,536 3,802 1,168 4,972

従業員数 
(外、平均臨時 
 雇用者数)

(名)
869
(868)

787
(970)

689
(1,606)

857
(855)

705
(1,317)



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には、消費税等は含まれておりません。 

２ 第34期中間期及び第33期の潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額については、１株当たり中間

(当期)純損失であるため記載しておりません。 

３ 第33期中間期および第35期中間期の潜在株式調整後１株当たり中間純利益金額については、希薄化効果を有

している潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

４ 従業員数欄の（外書）については、平均臨時雇用者数として表示しております。 

５ 第34期中間期より「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」（企業会計基準委員会 企業会計基

準第５号 平成17年12月９日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第８号 平成17年12月９日）を適用しております。 

  

回次 第33期中 第34期中 第35期中 第33期 第34期

会計期間

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  ６月30日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  ６月30日

自 平成19年
  １月１日 
至 平成19年 
  ６月30日

自 平成17年 
  １月１日 
至 平成17年 
  12月31日

自 平成18年
  １月１日 
至 平成18年 
  12月31日

売上高 (百万円) 31,274 30,103 31,778 61,117 62,528

経常利益又は 
経常損失(△)

(百万円) 85 10 778 △2,478 1,052

中間(当期)純利益又は 
中間(当期)純損失(△)

(百万円) 34 △190 867 △7,961 895

資本金 (百万円) 11,651 11,770 12,588 11,651 12,276

発行済株式総数 (千株) 40,350 41,300 48,420 40,350 45,700

純資産額 (百万円) 23,565 16,094 19,706 16,029 18,157

総資産額 (百万円) 54,546 48,151 49,524 49,279 50,383

１株当たり純資産額 (円) 666.79 443.51 453.99 453.58 446.26

１株当たり中間(当期) 
純利益金額又は中間 
(当期)純損失金額(△)

(円) 0.99 △5.39 20.40 △225.27 23.92

潜在株式調整後 
１株当たり中間 
(当期)純利益金額

(円) ― ― ― ― 22.06

１株当たり配当額 (円) ― ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 43.2 33.4 39.8 32.5 36.0

従業員数 
 (外、平均臨時 
雇用者数)

(名)
869
(868)

787
(970)

409
(47)

857
(855)

413
(589)



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、

重要な変更はありません。 

 なお、主要な関係会社の異動については、「３ 関係会社の状況」に記載しております。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社（連結子会社）となりました。

 
(注) 「主要な事業の内容」欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの

出向者を含む。）であります。 

２ 臨時従業員数（契約社員、パートタイマー及び派遣社員）は（ ）内に当中間連結会計期間の平均人員を

外数で記載しております。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

２ 臨時従業員数（契約社員、パートタイマー及び派遣社員）は（ ）内に当中間会計期間の平均人員を外数

で記載しております。 

  

(3) 労働組合の状況 

労使関係について特に記載すべき事項はありません。 

  

名称 住所
資本金
(百万円)

主要な事業
の内容

議決権の
所有割合 
（％）

関係内容

㈱セシールブランドクリエイト 香川県高松市 50 通信販売事業 100.0

カタログ、チラシ等の制
作・印刷業務の委託 
事務所の賃貸 
役員の兼任５名

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

通信販売事業 559 (1,598)

美術品販売事業 － ( －)

不動産事業 － ( －)

その他の事業 11 ( 1)

全社(共通) 119 ( 7)

合計 689 (1,606)

従業員数(名) 409 (47)



第２ 【事業の状況】 

消費税等の会計処理は税抜方式によっているため「第２ 事業の状況」に記載されている金額には、

消費税等は含まれておりません。 

  

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、原油をはじめとする原材料価格の高騰や金利上昇の影

響等はあったものの、企業収益の継続的な改善を背景とした設備投資の増加や雇用環境の広がりなどが

見られ、緩やかな回復基調をたどりました。  

 一方、個人消費の伸び悩みや天候不順の影響、さらには業界内における企業間競争の激化など、当社

グループを取り巻く経営環境は、依然、厳しい状況が続いております。 

 このような中、当社グループにおきましては、“新生セシール”の「真価を問う１年」として、業績

の更なる向上並びに継続的経営の安定化をめざし、親会社である㈱ライブドアホールディングスからの

人事面や資金面など経営資源の全面的支援を得て、①コスト削減の徹底②テレマーケティングの強化に

よる売上高の向上③インターネットマーケティングの強化による新規顧客の獲得と売上拡大などを図る

ため、積極的な攻めの販売施策を展開しております。  

 カタログマーケティングにおいては、春・夏・盛夏号など、基幹カタログの展開商品や発送時期のジ

ャストシーズン化を一層推進することに加え、以前よりご要望の多かったマタニティやベビー用品を取

り揃えた『Cecileマタニティ＆ベビー』カタログの創刊や、従来のコアターゲットよりもやや下の年代

（25歳～30歳代）を対象としたカジュアルファッションカタログ『服が好き。』の創刊など、顧客ニー

ズにマッチした積極的施策を実施し、新たなセシールファンの獲得やリピーターの定着化による売上拡

大を図りました。 

 テレマーケティングにおいては、攻めの“通信販売事業体”としてのさらなる進化を遂げるべく、高

松コンタクトセンターに加え、２月には札幌コンタクトセンターにアウトバウンドグループを新たに立

ち上げ、健康食品などのリピート系商材を中心としたＰＵＳＨ型マーケティングを昨年にも増して推進

しました。 

 インターネットマーケティングにおいては、新規顧客の一層の拡大を図るため、アフィリエイター向

け高機能バナー『せし・まど』を１月にリリースし、３月には当社ホームページ上で誰でもがマイショ

ップを持てるお客様参加型のスペシャルショップ開設ツール『せし・リエイト』をリリースするなど、

お客様とのネットワーク強化策を展開しました。 

 また３月には、通信販売業界で初めて、世界中で人気を博しているネット上の仮想空間「Second 

Life（セカンドライフ）」に出店し、当社カタログの展示やリクルーティングビデオ「ＣＥＣＩＬＥ

ＬＩＶＥ」の放映、アバター（仮想空間におけるユーザーの分身）用衣装の提供を行なうなど、お客様

に次々と新しいニュースを提供することでブランド力の向上と“元気なセシール”をアピールしていま

す。 

 以上の結果、当中間連結会計期間の連結売上高は321億41百万円（前年同期比3.0％増）、連結営業利

益は５億74百万円（前年同期比143.8％増）、連結経常利益は９億48百万円（前年同期比37.5％増）、

連結中間純利益は９億60百万円（前年同期比343.9％増）となりました。 

  

事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりです。 

〔通信販売事業〕 

カタログ等を媒体とする通信販売事業、保険・旅行代理店事業、通販販促業務代行サービス事

業、店舗・催事販売事業、受注代行事業、物流サービス企画・運営事業を合わせた通信販売事業全

体の売上高は、昨年同期比131％のライフグッズ商品を筆頭に、各シーズンの定番カタログの受注

が堅調だったことなどにより、売上高318億88百万円（前年同期比7.0％増）、営業利益は５億円

（前年同期６億75百万円の損失）となりました。  

  

〔美術品販売事業〕 



古物・美術品販売事業は、事業初年度の昨年に比べ大幅な減収減益となり、売上高１億13百万円

（前年同期比89.4％減）、営業利益は65百万円（前年同期比91.6％減）となりました。 

〔不動産事業〕 

不動産事業については、賃貸物件に係る契約者数や契約金額がほぼ前年並みで推移し、売上高は

71百万円（前年同期比6.3％増）、営業利益は46百万円（前年同期比3.3％減）となりました。  

〔その他の事業〕 

労働者派遣事業等のその他の事業は、売上高は68百万円（前年同期比34.0％増）、営業損益は38

百万円の損失（前年同期14百万円の営業利益）となりました。 

  

なお、前中間連結会計期間まで区分表示しておりました「金融事業」は、前連結会計年度において貸

金債権を関連会社（㈱セシールクレジットサービス）へ譲渡したため、当中間連結会計期間より開示の

対象から除外しております。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結

会計年度末に比べ11億69百万円減少し、38億２百万円となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は次のとおりでありま

す。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は４億56百万円(前年同期比60.9%減)となりました。 

これは、主として税金等調整前中間純利益９億67百万円、前払費用の減少５億47百万円等の増加要因

に対し、たな卸資産の増加７億16百万円、その他の負債の減少３億63百万円等の減少要因があったこと

によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は43百万円(前年同期比40.6%増)となりました。 

これは、主に有形固定資産の取得による支出28百万円、無形固定資産の取得による支出61百万円、有

形固定資産の売却による収入35百万円等によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は16億27百万円(前年同期は22億51百万円の増加)となりました。 

これは、主に長期借入金による収入７億円、新株式発行による収入６億21百万円、長期借入金の返済

による支出28億75百万円等によるものであります。 

  



２ 【仕入及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。 

  

 
  

(2) 販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであり

ます。 

① 部門別販売実績 

  

 
(注) 前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比については、変更後の区分に組み替

えて記載しております。 

  

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

通信販売事業

アウターウェア 6,432 40.9 8.0

インナーウェア 3,620 23.0 13.3

レッグニット 791 5.1 △7.5

ファッショングッズ等 1,189 7.6 1.5

ライフグッズ 3,683 23.4 27.3

合計 15,717 100.0 11.7

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

通信販売事業

アウターウェア 12,122 37.7 3.7

インナーウェア 6,791 21.1 △1.2

レッグニット 1,646 5.1 △8.8

ファッショングッズ等 2,344 7.3 △5.4

ライフグッズ 7,479 23.3 31.0

その他 1,503 4.7 22.4

小計 31,888 99.2 7.0

美術品販売事業 113 0.4 △89.4

不動産事業 71 0.2 6.3

その他の事業 68 0.2 34.0

合計 32,141 100.0 3.0



② 品目別販売実績 

  

 
(注) 前連結会計年度から事業の種類別セグメントを変更したため、前年同期比については、変更後の区分に組み替

えて記載しております。 

  

事業の種類別セグメント 金額(百万円) 構成比(％) 前年同期比(％)

通信販売事業

婦人外着 8,198 25.5 1.7

紳士・子供外着 3,924 12.2 7.9

婦人下着類 4,966 15.4 △1.4

紳士・子供下着類 1,825 5.7 △0.8

レッグニット 1,646 5.1 △8.8

ファッショングッズ等 2,344 7.3 △5.4

寝装・インテリア 4,399 13.7 26.9

生活・趣味用品等 3,079 9.6 37.4

その他 1,503 4.7 22.4

小計 31,888 99.2 7.0

美術品販売事業 113 0.4 △89.4

不動産事業 71 0.2 6.3

その他の事業 68 0.2 34.0

合計 32,141 100.0 3.0



３ 【対処すべき課題】 

当社グループは、企業目標像「ショッピング エクスペリエンス カンパニー セシール」の実現に向

け、下記の課題と具体的施策に取り組みます。  

・カタログ通信販売事業の収益回復 

販売ターゲットと顧客ニーズに合致したカタログ（商品）レコメンデーションや、新規顧客獲得及

び休眠ユーザーライブ化プロモーションを実施します。 

・インターネット通販の増強と売上拡大 

ネット専用ＭＤの拡大とコンテンツの充実によりサイト訪問客の増加と定着化を図ります。  

さらに、アフィリエイト及びリスティング広告などによる新規顧客の獲得と、Ｗｅｂ2.0への取り

組み強化によりＣＮＣ会員の獲得や売上の増加を図ります。 

・グループ内子会社各社における独自売上の拡大 

子会社各社について、主に当社業務プロセスの一部を代行していますが、今後、これまで培われて

きた物流やコールセンター運営などの各種ノウハウを活かし、積極的に外販受注を獲得して、売上

の拡大を図ります。 

・日本版ＳＯＸ法に対応した内部統制の確立 

今後施行される日本版ＳＯＸ法の遵守に向けて、行動規範の整備をはじめ、リスク・コントロー

ル・マトリックスによる業務プロセス毎のコントロールの確認や業務とシステムとの関係明確化な

ど、更なる内部統制の強化に取り組みます。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等はありません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、特記すべき事項はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

  

２ 【設備の新設、除却等の計画】 

当中間連結会計期間において、該当事項はありません。 

  



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 
  

 
  

② 【発行済株式】 
  

 
  

(2) 【新株予約権等の状況】 

① 旧商法第280条ノ19の規定に基づくストックオプションの内容等は次のとおりであります。 

第１回ストックオプション 
  

 
(注) 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行予定数から退職

等による失権分を減じた数であります。 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 161,400,000

計 161,400,000

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 

(平成19年６月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成19年９月26日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 48,420,000 同左
東京証券取引所
市場第一部

―

計 48,420,000 同左 ― ―

株主総会の特別決議日(平成14年３月28日)

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数 7,799個 7,785個

新株予約権のうち自己新株予約権の
数

― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 779,900株 778,500株

新株予約権の行使時の払込金額 1,700円 同左

新株予約権の行使期間
平成15年４月１日より
平成20年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格 1,700円
資本組入額 850円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は権利行使時において当社の
取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、当社の取締
役及び監査役が任期満了により退任
した場合並びに従業員が定年または
会社都合により退職した場合は、こ
の限りではない。 
なお、その他の条件については、本
株主総会及び取締役会決議に基づ
き、当社と対象取締役及び従業員と
の間で締結する「新株引受権付与契
約」に定めるところによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れ及び相続は認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

― ―



② 平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条ノ21の規定に基づくストックオプションの内容等は次

のとおりであります。 

第２回ストックオプション 

  

 
(注) 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行予定数から退職

等による失権分を減じた数であります。 

  

株主総会の特別決議日(平成15年３月28日)

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数 8,250個 8,236個

新株予約権のうち自己新株予約権の
数

― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 825,000株 823,600株

新株予約権の行使時の払込金額 1,544円 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日より
平成21年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格 1,544円
資本組入額 772円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は権利行使時において当社の
取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、定年退職そ
の他正当な理由のある場合におい
て、当社取締役会が新株予約権の継
続保有を相当と認める場合にはこの
限りではない。 
なお、その他の条件については、本
株主総会及び取締役会決議に基づ
き、当社と対象取締役、監査役及び
従業員との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れ及び相続は認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

― ―



第３回ストックオプション 

  

 
(注) 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行予定数から退職

等による失権分を減じた数であります。 

  

株主総会の特別決議日(平成16年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数 24,356個 24,314個

新株予約権のうち自己新株予約権の
数

― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 2,435,600株 2,431,400株

新株予約権の行使時の払込金額 1,277円 同左

新株予約権の行使期間
平成18年４月１日より
平成22年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格 1,277円
資本組入額 639円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は権利行使時において当社の
取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、定年退職そ
の他正当な理由のある場合におい
て、当社取締役会が新株予約権の継
続保有を相当と認める場合にはこの
限りではない。 
なお、その他の条件については、本
株主総会及び取締役会決議に基づ
き、当社と対象取締役、監査役及び
従業員との間で締結する「新株予約
権割当契約」に定めるところによ
る。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れ及び相続は認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

― ―



第４回ストックオプション 

  

 
(注) 新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数については、特別決議における新株発行予定数から退職

等による失権分を減じた数であります。 

  

(3) 【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

  

株主総会の特別決議日(平成18年３月30日)

中間会計期間末現在
(平成19年６月30日)

提出日の前月末現在 
(平成19年８月31日)

新株予約権の数 4,911個 4,894個

新株予約権のうち自己新株予約権の
数

― ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 491,100株 489,400株

新株予約権の行使時の払込金額  740円 同左

新株予約権の行使期間
平成20年４月１日より
平成24年３月31日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行
する場合の株式の発行価格及び資本
組入額

発行価格  740円
資本組入額 370円

同左

新株予約権の行使の条件

対象者は権利行使時において当社の
取締役、監査役または従業員である
ことを要する。ただし、次のいずれ
かの場合はこの限りではない。
１．当社の取締役及び監査役が任期

満了により退任した場合。
２．当社の従業員が定年または会社

都合により退職した場合。
３．その他正当な理由のある場合に

おいて、当社取締役会が新株予
約権の継続保有を相当と認める
とき。

なお、その他の条件については、本
株主総会及び取締役会決議に基づ
き、当社と対象者との間で締結する
「新株予約権割当契約」に定めると
ころによる。

同左

新株予約権の譲渡に関する事項
権利の譲渡、質入れ及び相続は認め
ない。

同左

代用払込みに関する事項 ― ―

組織再編行為に伴う新株予約権の交
付に関する事項

― ―



(4) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
(注) 新株予約権の行使による増加であります。 

  

(5) 【大株主の状況】 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 当社は、自己株式5,013千株（発行済株式総数に対する所有株式数の割合10.3％）を保有しております。 

２ 有限会社アジア物産は、株式会社ライブドアホールディングスの完全子会社であります。 

３ 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数は、すべて信託業務に係るものであります。 

４ バークレイズ・グローバル・インベスターズ株式会社およびその共同保有者である、バークレイズ・グロー

バル・インベスターズ、エヌ・エイ、バークレイズ・グローバル・インベスターズ・リミテッド、バークレ

イズ・キャピタル・セキュリティーズ・リミテッド、バークレイズ・キャピタル証券株式会社、バークレイ

ズ・キャピタル・インクから、平成19年６月７日付で提出された大量保有報告書（変更報告書）により同日

現在でそれぞれ以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として当中間会計期間

末時点における所有株式数の確認ができませんので、上記大株主の状況には含めておりません。 

年月日
発行済株式
総数増減数 

(株)

発行済株式 
総数残高 
(株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金 
残高 

(百万円)

平成19年１月１日
～平成19年６月30日
(注)

2,720,000 48,420,000 312 12,588 312 6,120

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

株式会社ライブドアホールディ
ングス

東京都港区六本木６丁目10－１ 14,014 28.9

有限会社アジア物産 東京都港区赤坂１丁目12－32 10,381 21.4

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー エル アー
ルジー 
（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

VICTORIA PLAZA,111 BUCKINGHAM PALACE 
ROAD LONDON SW1W OSB U.K. 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

2,277 4.7

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社（信託口）

東京都中央区晴海１丁目８‐11 940 1.9

日本証券金融株式会社 東京都中央区日本橋茅場町１丁目２－10 774 1.6

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー アイリッ
シュ レジデンツ 619 
（常任代理人 ドイツ証券株式
会社）

TAUNUSANLAGE  12,  D-60325  FRANKFURT 
AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
（東京都千代田区永田町２丁目11‐１
山王パークタワー）

654 1.3

バンク オブ ニューヨーク 
ジーシーエム クライアント 
アカウンツ イー アイエスジ
ー 
（常任代理人 株式会社三菱東
京ＵＦＪ銀行）

PETERBOROUGH COURT 133 FLEET STREET 
LONDON EC4A 2BB, UNITED KINGDOM 
（東京都千代田区丸の内２丁目７－１）

617 1.2

大日本印刷株式会社 東京都新宿区市谷加賀町１丁目１－１ 555 1.1

凸版印刷株式会社 東京都台東区台東１丁目５－１ 505 1.0

ドイチェ バンク アーゲー 
ロンドン ピービー ノントリ
ティー クライアンツ 613 
（常任代理人 ドイツ証券株式
会社）

TAUNUSANLAGE  12,  D-60325  FRANKFURT 
AM MAIN, FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 
（東京都千代田区永田町２丁目11‐１
山王パークタワー）

418 0.8

計 ― 31,139 64.3



 
  

氏名又は名称 住所
所有株式数
(千株)

発行済株式 
総数に対する 
所有株式数 
の割合(％)

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ株式会社

東京都渋谷区広尾１丁目１－39 850 1.7

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ、エヌ・エイ

米国カリフォルニア州サンフランシスコ市
フリーモント・ストリート45

2,703 5.5

バークレイズ・グローバル・イ
ンベスターズ・リミテッド

英国ロンドン市ロイヤル・ミント・コート１ 76 0.1

バークレイズ・キャピタル・セ
キュリティーズ・リミテッド

英国ロンドン市カナリーワーフ ノース・コ
ロネード５

25 0.0

バークレイズ・キャピタル証券
株式会社

東京都千代田区大手町２丁目２－２ 90 0.1

バークレイズ・キャピタル・イ
ンク

米国コネチカット州ハートフォード コマー
シャル・プラザ シーテー・コーポレーショ
ンシステム

－ －

計 ― 3,745 7.7



(6) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成19年６月30日現在 

 
(注) １ 「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が2,000株(議決権20個)含ま

れております。 

２ 「単元未満株式」欄の普通株式には、当社所有の自己株式57株が含まれております。 

  

② 【自己株式等】 

平成19年６月30日現在 

 
(注) 株主名簿上は、当社名義となっておりますが、実質的に所有していない株式が100株(議決権１個)あります。 

なお、当該株式数は上記「発行済株式」の「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式に含めております。 

  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別 高・ 低株価】 

  

 
(注) 高・ 低株価は、東京証券取引所市場第一部におけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書の提出日後、当半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありま

せん。 

  

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式) 
普通株式

5,013,400
― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

43,314,000
433,140 ―

単元未満株式
普通株式

92,600
― １単元(100株)未満の株式

発行済株式総数 48,420,000 ― ―

総株主の議決権 ― 433,140 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 

(株)

他人名義
所有株式数 

(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 

株式数の割合(％)

(自己保有株式) 
株式会社セシール

香川県高松市多賀町 
２丁目10番20号

5,013,400 ― 5,013,400 10.3

計 ― 5,013,400 ― 5,013,400 10.3

月別
平成19年 
１月

２月 ３月 ４月 ５月 ６月

高(円) 406 486 719 680 587 525

低(円) 298 348 470 523 468 485



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

前中間連結会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の中間連結財務諸表

規則に基づき、当中間連結会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の中間

連結財務諸表規則に基づいて作成しております。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

前中間会計期間（平成18年１月１日から平成18年６月30日まで）は、改正前の中間財務諸表等規則に

基づき、当中間会計期間（平成19年１月１日から平成19年６月30日まで）は、改正後の中間財務諸表等

規則に基づいて作成しております。 

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年

６月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)及び当中間会計期間(平成19年１

月１日から平成19年６月30日まで)の中間財務諸表について、新日本監査法人の中間監査を受けておりま

す。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 5,227 4,493 5,663

 ２ 受取手形及び売掛金 5,476 6,322 6,205

 ３ 営業貸付金 1,634 ― ―

 ４ たな卸資産 5,448 6,585 5,856

 ５ 前払費用 1,203 1,076 1,624

 ６ 繰延税金資産 687 779 701

 ７ その他 2,189 3,094 3,235

   貸倒引当金 △284 △186 △177

   流動資産合計 21,583 44.3 22,165 45.7 23,108 46.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物
※１ 
※２

10,552 10,073 10,314

  (2) 機械装置及び 
    運搬具

※１ 421 371 383

  (3) 土地 ※２ 10,878 10,863 10,874

  (4) その他
※１ 
※２

491 22,343 45.9 460 21,768 44.9 486 22,059 44.4

 ２ 無形固定資産 779 1.6 697 1.4 743 1.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 3,622 3,625 3,514

  (2) 従業員長期貸付金 149 118 129

  (3) その他 341 141 167

    貸倒引当金 △91 4,022 8.2 △14 3,872 8.0 △27 3,784 7.6

   固定資産合計 27,144 55.7 26,338 54.3 26,587 53.5

   資産合計 48,727 100.0 48,503 100.0 49,696 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間末

(平成19年６月30日)

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 4,021 4,030 4,187

 ２ 関係会社短期借入金 4,800 4,000 4,000

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

※２ 1,625 1,000 2,125

 ４ 一年以内返済予定の 
   関係会社長期借入金

― 400 ―

 ５ 一年以内返済予定の 
   長期リース債務

144 147 145

 ６ 未払金 4,876 5,770 6,069

 ７ 未払法人税等 126 76 133

 ８ 賞与引当金 9 443 7

 ９ 返品調整引当金 65 84 93

 10 販売促進引当金 819 645 699

 11 利息返還損失引当金 74 ― ―

 12 その他 1,049 1,009 1,401

   流動負債合計 17,612 36.1 17,607 36.3 18,864 37.9

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 10,312 6,500 8,250

 ２ 関係会社長期借入金 ― 300 ―

 ３ 繰延税金負債 530 539 466

 ４ 退職給付引当金 3,270 3,008 3,143

 ５ 役員退職慰労引当金 1 1 1

 ６ 利息返還損失引当金 ― 30 14

 ７ その他 478 305 386

   固定負債合計 14,593 30.0 10,686 22.0 12,262 24.7

   負債合計 32,206 66.1 28,293 58.3 31,127 62.6

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,770 24.2 12,588 26.0 12,276 24.7

 ２ 資本剰余金 5,302 10.9 6,120 12.6 5,808 11.7

 ３ 利益剰余金 236 0.5 2,266 4.7 1,306 2.6

 ４ 自己株式 △1,583 △3.3 △1,584 △3.3 △1,583 △3.2

   株主資本合計 15,724 32.3 19,392 40.0 17,806 35.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

773 1.6 775 1.6 708 1.5

 ２ 繰延ヘッジ損益 23 0.0 42 0.1 53 0.1

   評価・換算差額等 
   合計

796 1.6 818 1.7 761 1.6

   純資産合計 16,521 33.9 20,210 41.7 18,568 37.4

   負債純資産合計 48,727 100.0 48,503 100.0 49,696 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成18年１月31日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 31,218 100.0 32,141 100.0 63,729 100.0

Ⅱ 売上原価 15,450 49.5 15,495 48.2 31,409 49.3

   売上総利益 15,767 50.5 16,646 51.8 32,319 50.7

Ⅲ 売上総利益調整

 １ 割賦売上未実現利益 
   戻入高

438 491 438

 ２ 割賦売上未実現利益 
   繰入高

374 430 491

 ３ 返品調整引当金 
   戻入額

52 93 52

 ４ 返品調整引当金 
   繰入額

65 84 93

   調整後(差引)売上 
   総利益

15,818 50.7 16,717 52.0 32,224 50.6

Ⅳ 販売費及び一般管理費

 １ 発送費 2,502 2,414 5,018

 ２ 販売用印刷費 3,794 3,852 7,379

 ３ 通信費 1,859 1,884 3,776

 ４ 販売促進引当金 
   繰入額

― 645 699

 ５ 貸倒引当金繰入額 124 109 201

 ６ 給料手当 2,385 2,284 4,949

 ７ 賞与引当金繰入額 9 443 7

 ８ その他 4,907 15,583 49.9 4,510 16,143 50.2 9,359 31,393 49.3

   営業利益 235 0.8 574 1.8 831 1.3

Ⅴ 営業外収益

 １ 受取利息 0 2 3

 ２ 受取配当金 34 37 47

 ３ 為替差益 213 282 458

 ４ デリバティブ評価益 385 199 786

 ５ その他 106 740 2.3 157 680 2.1 239 1,534 2.4

Ⅵ 営業外費用

 １ 支払利息 219 194 434

 ２ シンジケートローン 
   関係諸費用

33 ― 39

 ３ 支払保証料等 ― 45 ―

 ４ その他 34 286 0.9 66 306 1.0 149 624 1.0

   経常利益 689 2.2 948 2.9 1,742 2.7

Ⅶ 特別利益

 １ 前期損益修正益 ※１ 177 21 218

 ２ 固定資産売却益 ※２ 0 0 2

 ３ その他 ― 178 0.6 ― 21 0.1 20 241 0.4

Ⅷ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 9 0 19

 ２ 減損損失 ※４ 51 1 57

 ３ 利息返還損失引当金 
   繰入額

74 ― ―

 ４ その他 16 152 0.5 ― 1 0.0 152 230 0.3

   税金等調整前中間 
   (当期)純利益

715 2.3 967 3.0 1,753 2.8

   法人税、住民税 
   及び事業税

97 52 112

   法人税等調整額 401 499 1.6 △45 6 0.0 354 467 0.8

   中間(当期)純利益 216 0.7 960 3.0 1,286 2.0



③ 【中間連結株主資本等変動計算書】 

  
前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

（単位：百万円） 

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 11,651 12,200 △6,997 △1,582 15,272

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 118 118 ― ― 236

 中間純利益 ― ― 216 ― 216

 自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

 資本準備金取崩し ― △7,016 7,016 ― ―

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額
合計

118 △6,898 7,233 △0 452

平成18年６月30日残高 11,770 5,302 236 △1,583 15,724

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 776 ― 776 16,049

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 236

 中間純利益 ― ― ― 216

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 資本準備金取崩し ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

△3 23 19 19

中間連結会計期間中の変動額
合計

△3 23 19 472

平成18年６月30日残高 773 23 796 16,521



当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日）
（単位：百万円） 

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年12月31日残高 12,276 5,808 1,306 △ 1,583 17,806

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 312 312 ― ― 625

 中間純利益 ― ― 960 ― 960

 自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

 自己株式の処分 ― △0 ― 0 0

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額
合計

312 312 960 △0 1,585

平成19年６月30日残高 12,588 6,120 2,266 △1,584 19,392

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高 708 53 761 18,568

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 625

 中間純利益 ― ― ― 960

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 自己株式の処分 ― ― ― 0

株主資本以外の項目の中間
連結会計期間中の変動額
（純額）

66 △10 56 56

中間連結会計期間中の変動額
合計

66 △10 56 1,641

平成19年６月30日残高 775 42 818 20,210



前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

（単位：百万円） 

 
  

 
  

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成17年12月31日残高 11,651 12,200 △ 6,997 △ 1,582 15,272

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 624 624 ― ― 1,248

 当期純利益 ― ― 1,286 ― 1,286

 自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

 資本準備金取崩し ― △ 7,016 7,016 ― ―

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額）

― ― ― ― ―

連結会計年度中の変動額合計 624 △ 6,392 8,303 △0 2,534

平成18年12月31日残高 12,276 5,808 1,306 △ 1,583 17,806

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 776 ― 776 16,049

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 1,248

 当期純利益 ― ― ― 1,286

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 資本準備金取崩し ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額 
 (純額）

△68 53 △15 △15

連結会計年度中の変動額合計 △68 53 △15 2,519

平成18年12月31日残高 708 53 761 18,568



④ 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】 

  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

715 967 1,753

   減価償却費 294 274 597

   無形固定資産償却 102 105 204

   減損損失 51 1 57

   貸倒引当金の増減(△)額 △168 △4 △340

   賞与引当金の増減(△)額 △159 435 △160

   返品調整引当金の 
   増減(△)額

13 △9 41

   販売促進引当金の 
   増減(△)額

△118 △53 △238

   利息返還損失引当金の 
   増減(△)額

74 15 14

   退職給付引当金の 
   増減(△)額

△78 △134 △205

   役員退職慰労引当金の 
   増減(△)額

△24 ― △24

   受取利息及び受取配当金 △35 △40 △50

   支払利息 219 194 434

   為替差損益(△) △21 △44 △10

   デリバティブ 
   評価損益(△)

△385 △199 △786

   持分法による投資損失 ― ― 6

   固定資産除却損 9 0 19

   売上債権の増(△)減額 95 111 △1,134

   営業貸付金の増(△)減額 807 15 2,611

   たな卸資産の増(△)減額 1,219 △716 811

   前払費用の増(△)減額 1,055 547 635

   仕入債務の増減(△)額 △715 △156 △549

   未払法人税等の 
   増減(△)額

△26 △27 △4

   未払消費税等の 
   増減(△)額

253 △249 392

   その他の資産の 
   増(△)減額

9 38 △124

   その他の負債の 
   増減(△)額

△1,824 △363 △490

   その他 △0 3 4

    小計 1,364 710 3,464

   利息及び配当金の受取額 35 40 50

   利息の支払額 △214 △212 △431

   法人税等の支払（△） 
   及び還付額

△16 △82 △48

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

1,167 456 3,035



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度の
要約連結キャッシュ・

フロー計算書
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

   関係会社株式の取得 
   による支出

△6 ― ―

   有形固定資産の取得 
   による支出

△87 △28 △102

   有形固定資産の売却 
   による収入

26 35 27

   無形固定資産の取得 
   による支出

△26 △61 △24

   貸付金の回収による収入 21 11 41

   定期預金の預入による 
   支出

△590 △200 △890

   定期預金の払戻による 
   収入

590 200 890

   持分法適用会社の株式取 
   得による支出

― ― △6

   その他 ― △0 ―

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△72 △43 △64

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

   短期借入金の増減(△)額 2,650 ― 1,850

   長期借入れによる収入 ― 700 ―

   長期借入金の返済による 
   支出

△562 △2,875 △2,125

   ファイナンス・リース 
   債務返済による支出

△71 △72 △143

   株式の発行による収入 236 621 1,242

   自己株式の売却による 
   収入

― 0 ―

   自己株式の取得による 
   支出

△0 △0 △0

   配当金の支払額 △0 △0 △1

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

2,251 △1,627 822

Ⅳ 現金及び現金同等物 
  に係る換算差額

21 44 10

Ⅴ 現金及び現金同等物 
  の増減(△)額

3,367 △1,169 3,803

Ⅵ 現金及び現金同等物 
  の期首残高

1,168 4,972 1,168

Ⅶ 現金及び現金同等物 
  の中間期末(期末)残高

4,536 3,802 4,972



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 当社グループは平成17年12月期連

結会計年度において経常損失を計上

(通算３期連続)したこと、大幅な特

別損失を計上したことによりコミッ

トメントライン契約の財務制限条項

に抵触する事実が発生しておりま

す。当該状況により継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。

 当社グループは当該状況を解消す

る為に、ライブドアグループとの提

携により取得したテレマーケティン

グやインターネットマーケティング

のノウハウを駆使して下記施策を実

行し、黒字化と継続的な成長スパイ

ラルへの転換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトや顧客セグメントの見直

しによるカタログ配布の効率

化などにより更なるコスト削

減を図っております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上高の維持

  健康食品などのリピート系商

材についてアウトバウンドに

よるＰＵＳＨ型マーケティン

グを実施し、売上の獲得と顧

客リストの活性化を図ってお

ります。また、インバウンド

チームにより、欠品時の代替

商品の提案やキャンペーン商

品のクロスセル等を行ってお

ります。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得

  平成18年４月にショッピング

サイトを全面的にリニューア

ルしたことで、ネット初心者

の方にも、より快適にご注文

いただけるようになりまし

た。また、アフィリエイトや

メールマーケティングを強化

するとともに新規のプロモー

ションを実施し、新規顧客の

獲得を図っております。

 当社グループは平成17年12月期連

結会計年度において経常損失を計上

(通算３期連続)したことによりコミ

ットメントライン契約の財務制限条

項に抵触する事実が発生しておりま

す。

 当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。

 当社グループは当該状況を解消す

る為に、親会社である㈱ライブドア

ホールディングスから人材を受け入

れております。人的交流等により取

得したマーケティングノウハウ等を

駆使して下記施策を実行し、その効

果も加えたうえで継続的な成長スパ

イラルへの転換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトや顧客セグメントの見直

しによるカタログ配布の効率

化など、あらゆる項目につい

て徹底的なコストダウンを図

っております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上の拡大

  健康食品などのリピート商材

について、アウトバウンドに

よる積極的な販売活動を展開

し、売上の獲得と顧客リスト

の活性化を図っております。

また、インバウンドチームに

よる欠品時の代替商品の提案

や、キャンペーン商品のクロ

スセル等を行なっておりま

す。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得と売上の拡大

  ネット専用ＭＤの拡大とコン

テンツの充実によりサイト訪

問客の増加と定着化を図って

おります。さらに、アフィリ

エイト及びリスティング広告

などによる新規顧客の獲得

と、Ｗｅｂ2.0への取り組み

強化によりＣＮＣ会員の獲得

や売上の増加を図っておりま

す。

 前連結会計年度において経常損失

を計上（通算３期連続）したこと、

大幅な特別損失を計上したことによ

りコミットメントライン契約の財務

制限条項に抵触する事実が発生して

おります。

 なお、当社グループにおける当連

結会計年度の業績は前連結会計年度

との比較で、連結売上高は25億26百

万円の増収となり、連結経常利益は

17億42百万円（前年同期は24億55百

万円の損失）、連結当期純利益は12

億86百万円（前年同期は79億57百万

円の損失）を計上しておりますが、

シンジケート団との交渉の結果、財

務制限条項の抵触を解消するに至っ

ておりません。 

 当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

 当社グループは当該状況を解消す

るために、ライブドアグループとの

提携により取得したテレマーケティ

ングやインターネットマーケティン

グのノウハウを駆使して下記施策を

実行し、継続的な成長スパイラルへ

の転換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトやカタログ配布の効率化

など、あらゆる項目について

徹底的なコストダウンを図っ

ております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上高の維持

  健康食品などのリピート系商

材について、アウトバウンド

による積極的な販売活動を展

開し、売上の獲得と顧客リス

トの活性化を図っておりま

す。また、インバウンドチー

ムによる欠品時の代替商品の

提案や、キャンペーン商品の

クロスセル等を行っておりま

す。



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 なお、財務制限条項に抵触する事

実を踏まえたうえで、シンジケート

団からは継続的な取引を維持する旨

の同意を得ております。また、ライ

ブドアグループの中心である㈱ライ

ブドアの直接の子会社となったこと

により、資金面を含めて全面的な支

援を受けております。今後について

も全面的に支援する旨の確認を得て

おり、長期的な経営基盤は安定する

ものと考えております。 

  中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表に反映しておりません。

 さらに、親会社である㈱ライブド

アホールディングスからは、今後も

資金面を含めた経営資源の提供等、

全面的に支援を継続する旨の確認を

得ております。これにより長期的な

経営基盤は安定するものと考えてお

ります。

 中間連結財務諸表は継続企業を前

提として作成しており、このような

重要な疑義の影響を中間連結財務諸

表に反映しておりません。

 なお、当社はドレスナー・クライ

ンオート証券会社から短期借入によ

る70億円の資金調達を行い、平成19

年９月19日付で、シンジケートロー

ンの期限前一括返済を行っておりま

す。これにより、財務制限条項に抵

触する事実は消滅し、継続企業の前

提に関する重要な疑義は解消されて

おります。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得と売上の拡大

  ネット専用ＭＤの拡大とコン

テンツの充実によりサイト訪

問客の増加と定着化を図って

おります。さらに、アフィリ

エイト及びリスティング広告

などによる新規顧客の獲得

と、Ｗｅｂ2.0への取り組み

強化によりＣＮＣ会員の獲得

や売上の増加を図っておりま

す。

 なお、財務制限条項に抵触する事

実を踏まえたうえで、シンジケート

団からは継続的な取引を維持する旨

の同意を得ております。さらに、平

成18年４月13日にライブドアグルー

プの中心である㈱ライブドアの直接

の子会社となったことで、資金面を

含めた全面的な支援を受けており、

今後についても全面的に支援する旨

の確認を得ております。これによ

り、長期的な経営基盤は安定するも

のと考えております。 

 期末における連結財務諸表は継続

企業を前提として作成しており、こ

のような重要な疑義の影響を連結財

務諸表に反映しておりません。



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 連結の範囲に関する事項
   連結子会社の数

１社(子会社は１社のみで
あります。)

   連結子会社の名称
    ㈲東洋エンタープライズ

１ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数
 ５社 
連結子会社の名称 
 ㈱セシールビジネス＆ 
  スタッフィング 
 ㈱セシール 
  コミュニケーションズ 
 ㈱セシールロジスティクス 
 ㈱セシールプラス 
 ㈱セシールブランドクリ 
    エイト

(注) ㈱セシールブランドクリエイ
トは、平成19年２月22日に子
会社として設立しましたの
で、連結の範囲に含めており
ます。

１ 連結の範囲に関する事項
連結子会社の数 
 ４社 
連結子会社の名称 
 ㈱セシールビジネス＆ 
  スタッフィング 
 ㈱セシール 
  コミュニケーションズ 
 ㈱セシールロジスティクス 
 ㈱セシールプラス

(注) １ ㈱セシールビジネス＆スタ
ッフィングは、平成18年７
月１日(登記日平成18年７
月３日)に㈲東洋エンター
プライズから株式会社に移
行のうえ、商号を変更して
おります。

 ２ ㈱セシールコミュニケーシ
ョンズ、㈱セシールロジス
ティクス及び㈱セシールプ
ラスは、平成18年７月１日
(登記日平成18年７月３日)
に子会社として設立しまし
たので、連結の範囲に含め
ております。

２ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用していない関連
会社（㈱セシールクレジット
サービス）は、中間純損益
（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等
からみて、持分法の対象から
除いても中間連結財務諸表に
及ぼす影響が軽微であり、か
つ、全体としても重要性がな
いため、持分法の適用範囲か
ら除外しております。

２ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の
数 
 １社 
関連会社の名称 
 ㈱セシール 
  クレジットサービス

(注) ㈱セシールクレジットサービ
スについては、中間決算日が
３月末日でありますが、中間
連結財務諸表の作成にあたっ
ては同中間決算日現在の財務
諸表を使用し、中間連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、必要な調整を行
っております。

２ 持分法の適用に関する事項
持分法を適用した関連会社の
数 
 １社 
関連会社の名称 
 ㈱セシール 
  クレジットサービス

(注) ㈱セシールクレジットサービ
スについては、平成18年６月
の株式取得に伴い、当連結会
計年度より持分法を適用して
おります。なお、同社につい
ては決算日が９月末日であり
ますが、連結財務諸表の作成
にあたっては同決算日現在の
財務諸表を使用し、連結決算
日との間に生じた重要な取引
については、必要な調整を行
っております。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

   連結子会社の中間決算日は、
中間連結決算日と同一であり
ます。

３ 連結子会社の中間決算日等に関
する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項

  連結子会社の決算日は、連結
決算日と同一であります。

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券
     その他有価証券
      時価のあるもの
       …中間連結会計期間

末日の市場価格等
に基づく時価法
(評価差額は、全
部純資産直入法に
より処理し、売却
原価は移動平均法
により算定してお
ります。)

４ 会計処理基準に関する事項
 (1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
  ① 有価証券
     その他有価証券
      時価のあるもの
       同左

４ 会計処理基準に関する事項
(1) 重要な資産の評価基準及び評

価方法
 ① 有価証券
    その他有価証券
     時価のあるもの
      …連結会計年度末日

の市場価格等に基
づく時価法(評価
差額は、全部純資
産直入法により処
理し、売却原価は
移動平均法により
算定しておりま
す。)



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

      時価のないもの

       …移動平均法による

原価法

      時価のないもの

同左

      時価のないもの

同左

  ② デリバティブ

時価法

  ② デリバティブ

同左

  ② デリバティブ

同左

  ③ たな卸資産

     商品…………総平均法に

よる原価法

  ③ たな卸資産

     商品…………同左

  ③ たな卸資産

     商品…………同左

     貯蔵品……… 終仕入原

価法

     貯蔵品………同左      貯蔵品………同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

建物(建物附属設備を除

く)は定額法、建物以外

については定率法によっ

ております。

     なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び 
構築物

３～50年

機械装置 
及び運搬具

４～12年

工具器具 
及び備品

４～20年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償

却の方法

  ① 有形固定資産

同左

  ② 無形固定資産

定額法によっておりま

す。ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)による定額

法によっております。

  ② 無形固定資産

同左

  ② 無形固定資産

同左

  ③ 長期前払費用 

     定額法

  ③ 長期前払費用

同左

  ③ 長期前払費用

同左

 (3) 繰延資産の処理方法

―――

 (3) 繰延資産の処理方法
   株式交付費、創立費及び開

業費については、支出時に
全額費用として処理してお
ります。

 (3) 繰延資産の処理方法
  株式交付費、社債発行費

等、創立費及び開業費につ
いては、支出時に全額費用
として処理しております。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

     売上債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上して

おります。

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左

 (4) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金

同左



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

  ② 賞与引当金

     従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期

間に属する金額を計上し

ております。ただし、平

成18年度冬季賞与につい

ては、現時点の計画では

支給を織り込んでいない

ため、一部契約社員に対

する支給見込み額のみを

計上しております。

  ② 賞与引当金

     従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額

のうち当中間連結会計期

間に属する金額を計上し

ております。

  ② 賞与引当金

     従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額

のうち当連結会計年度に

属する金額を計上してお

ります。

  ③ 返品調整引当金

     中間連結会計期間末後に

予想される返品による損

失に備えるため、過去の

返品率等を勘案し、当該

返品に伴う売上総利益相

当額を計上しておりま

す。

  ③ 返品調整引当金

同左

  ③ 返品調整引当金

     連結会計年度末後に予想

される返品による損失に

備えるため、過去の返品

率等を勘案し、当該返品

に伴う売上総利益相当額

を計上しております。 

 

  ④ 販売促進引当金

     販売促進を目的とするポ

イント制度に基づき、顧

客へ付与したポイントの

使用に備えるため、当中

間連結会計期間末におい

て将来使用されると見込

まれる額を計上しており

ます。

  ④ 販売促進引当金

同左

  ④ 販売促進引当金

     販売促進を目的とするポ

イント制度に基づき、顧

客へ付与したポイントの

使用に備えるため、当連

結会計年度末において将

来使用されると見込まれ

る額を計上しておりま

す。



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

  ⑤ 利息返還損失引当金

     将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

     （追加情報）

     従来、支払時に費用処理

していた利息の返還額に

ついては、平成18年１月

に「貸金業の規制等に関

する法律」第43条（みな

し弁済規定）に関する

高裁判決が出されたこ

と、利息の返還額に金額

的重要性が増してきたこ

とを鑑み、また、日本公

認会計士協会より「「貸

金業の規制等に関する法

律」のみなし弁済規定の

適用に係る 高裁判決を

踏まえた消費者金融会社

等における監査上の留意

事項について」（日本公

認会計士協会リサーチ・

セ ン タ ー 審 理 情 報

［№24］平成18年３月15

日）が公表されたことを

踏まえ、当中間連結会計

期間より、将来の利息返

還請求により発生すると

見込まれる額を引当計上

しております。

     なお、この変更により従

来と比較して、税金等調

整前中間純利益は74百万

円減少しております。

  ⑤ 利息返還損失引当金

     将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

  ⑤ 利息返還損失引当金

     将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

     （追加情報）

     「消費者金融会社等の利

息返還請求による損失に

係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 平成

18年10月13日 業種別委

員会報告第37号）が公表

され、利息返還損失引当

金の算定方法及び合理的

見積期間の考え方が整理

されたことに伴い、当連

結会計年度より将来の利

息返還請求により発生す

ると見込まれる額を引当

計上しております。 

この結果、従来の方法に

比較して、税金等調整前

当期純利益は14百万円減

少しております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

  ⑥ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき、当中間連結会計

期間末において発生して

いると認められる額を計

上しております。

     数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。

  ⑥ 退職給付引当金

同左

  ⑥ 退職給付引当金

     従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しておりま

す。

     数理計算上の差異は、各

連結会計年度の発生時に

おける従業員の平均残存

勤務期間以内の一定の年

数(５年)による定額法に

より按分した額をそれぞ

れ発生の翌連結会計年度

から費用処理することと

しております。

  ⑦ 役員退職慰労引当金

     平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。

     なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

     （追加情報）

     従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に

基づく中間連結会計期間

末要支給額を計上してお

りましたが、会社業績不

振により、人件費圧縮の

ニーズが高まる中、経営

層から先ず範を垂れるべ

きであること等の理由に

より、当中間連結会計期

間において、役員退職慰

労金制度を廃止いたしま

した。この結果、前中間

連結会計期間と同一の基

準によった場合に比べ、

経常利益及び税金等調整

前中間純利益は、それぞ

れ７百万円増加しており

ます。

  ⑦ 役員退職慰労引当金

     平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。 

なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

  ⑦ 役員退職慰労引当金

     平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。 

なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

     （追加情報）

     従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に

基づく連結会計年度末要

支給額を計上しておりま

したが、会社業績不振に

より、人件費圧縮のニー

ズが高まる中、経営層か

ら先ず範を垂れるべきで

あること等の理由によ

り、当連結会計年度にお

いて、役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。

この結果、前連結会計年

度と同一の基準によった

場合に比べ、経常利益及

び税金等調整前当期純利

益は、それぞれ16百万円

増加しております。



前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (5) 重要なリース取引の処理方法

    リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (5) 重要なリース取引の処理方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

     繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予

約等について振当処理の

要件を満たす場合は振当

処理を行っております。

また、金利スワップにつ

いては、特例処理の要件

を満たしている場合は特

例処理を採用しておりま

す。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

     ヘッジ手段…デリバティ

ブ取引(為替予約、金利

スワップ等)

     ヘッジ対象…商品輸入に

よる外貨建金銭債務及び

外貨建予定取引、借入金

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

  ③ ヘッジ方針

     デリバティブ取引に関す

る権限規定等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ

対象に係る為替変動リス

ク及び金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジし

ております。

  ③ ヘッジ方針

同左

  ③ ヘッジ方針

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

     ヘッジ手段の変動額の累

計額とヘッジ対象の変動

額の累計額を比較して有

効性の判定をしておりま

す。ただし、特例処理に

よっている金利スワップ

については、有効性の評

価を省略しております。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  ① 販売用印刷費等の会計処理

     提出会社は通信販売を行

っており、下半期の売上

高に対応するカタログ関

連費用は前払費用に計上

しております。

 (7) その他中間連結財務諸表作成

のための重要な事項

  ① 販売用印刷費等の会計処理

同左

 (7) その他連結財務諸表作成のた

めの重要な事項

  ① 販売用印刷費等の会計処理

     提出会社は通信販売を行

っており、翌連結会計年

度の売上高に対応するカ

タログ関連費用は前払費

用に計上しております。

  ② 消費税等の会計処理

     税抜方式によっておりま

す。

  ② 消費税等の会計処理

同左

  ② 消費税等の会計処理

同左

  ③ 連結納税制度の適用

     連結納税制度を適用して

おります。

  ③ 連結納税制度の適用

同左

  ③ 連結納税制度の適用

同左

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

   手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能で

あり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わな

い取得日から３カ月以内に償

還期限の到来する短期投資か

らなっております。

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

同左

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

当中間連結会計期間より、「貸

借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準」 (企業会計基

準委員会 企業会計基準第５号

平成17年12月９日）及び「貸借

対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準委員会 企業会

計基準適用指針第８号 平成17

年12月９日）を適用しておりま

す。

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は16,498百万円でありま

す。

なお、中間連結財務諸表規則の

改正により、当中間連結会計期

間における中間連結貸借対照表

の純資産の部については、改正

後の中間連結財務諸表規則によ

り作成しております。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に 

 関する会計基準)

当連結会計年度より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」 (企業会計基準委

員会 企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は18,515百万円でありま

す。

なお、連結財務諸表規則の改正

により、当連結会計年度におけ

る連結貸借対照表の純資産の部

については、改正後の連結財務

諸表規則により作成しておりま

す。

――― (有形固定資産の減価償却方法)

当中間連結会計期間より、法人

税法の改正((所得税法等の一部

を改正する法律 平成19年３月

30日 法律第６号)及び(法人税

法施行令の一部を改正する政令

平成19年３月30日 政令第83

号))に伴い、平成19年４月１日

以降に取得した有形固定資産に

ついては、改正後の法人税法に

規定する減価償却方法により減

価償却費を計上しております。

この結果、損益に与える影響は

軽微であります。

―――



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

(中間連結貸借対照表)

前中間連結会計期間まで区分掲記していた「工具器 

具及び備品」（当中間連結会計期間148百万円）

は、資産総額の100分の５以下となったため、当中

間連結会計期間より有形固定資産の「その他」に含

めて表示する方法に変更いたしました。

―――

(中間連結損益計算書)

１．前中間連結会計期間まで区分掲記していた「受取送

り状代金」（当中間連結会計期間35百万円）及び

「受取違約金」（当中間連結会計期間10百万円）

は、営業外収益の総額の100分の10以下となったた

め、当中間連結会計期間より営業外収益の「その

他」に含めて表示する方法に変更いたしました。

２．「シンジケートローン関係諸費用」は、前中間連結

会計期間まで営業外費用の「その他」に含めて表示

しておりましたが、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため、区分掲記いたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「シンジケート

ローン関係諸費用」の金額は15百万円であります。

(中間連結損益計算書)

１．「支払保証料等」は、前中間連結会計期間まで営業

外費用の「その他」に含めて表示しておりました

が、営業外費用の総額の100分の10を超えたため、

区分掲記いたしました。 

なお、前中間連結会計期間における「支払保証料

等」の金額は１百万円であります。

２．前中間連結会計期間に区分掲記していた「シンジケ

ートローン関係諸費用」（当中間連結会計期間27百

万円）は、営業外費用の総額の100分の10以下とな

ったため、当中間連結会計期間より営業外費用の

「その他」に含めて表示する方法に変更いたしまし

た。



追加情報 

  

 
  

  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)を、前

連結会計年度下期より適用しており

ます。 

平成17年10月の「ライブドアグルー

プ」との資本及び業務提携に関する

契約の締結をうけ、経営計画につい

て「ライブドアグループ」の一員と

して事業再生的な抜本的見直しを行

い、事業資産の有効活用についての

再構築を実施した結果、遊休資産の

含み損を前連結会計年度中に処理す

ることが不可避であるとの判断に基

づき、上記会計処理への変更を前連

結会計年度下期に実施したため、中

間・年度の首尾一貫性を欠くことに

なりました。 

なお、前中間連結会計期間は適用後

の方法によった場合に比べ、減損損

失（特別損失）は4,033百万円少な

く、税金等調整前中間純利益は同額

多く計上されております。

――― 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―――



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間 
(平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(平成19年６月30日)

前連結会計年度 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,644百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,918百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,863百万円

 

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

建物及び 
構築物

10,551百万円

土地 10,878百万円

その他 
（立木）

342百万円

投資 
有価証券

3,610百万円

計 25,382百万円

 

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

建物及び
構築物

10,038百万円

土地 10,812百万円

投資
有価証券

3,614百万円

計 24,464百万円

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

現金及び 
預金

1,049百万円

建物及び 
構築物

10,306百万円

土地 10,874百万円

その他
（立木）

342百万円

投資
有価証券

3,502百万円

計 26,074百万円

 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務

一年以内
1,625百万円返済予定の

長期借入金

長期借入金 10,312百万円

上記の他、信用状の担保とし

て親会社の所有する有価証券

（当中間連結会計期間末時価

3,962百万円）を差入れてお

ります。

 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務

買掛金 505百万円

一年以内
1,000百万円返済予定の

長期借入金

長期借入金 6,500百万円

上記の他、信用状の担保とし

て親会社の定期預金2,500百

万円を差入れております。
 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務

買掛金 422百万円

一年以内 
返済予定 
の長期 
借入金

2,125百万円

長期
借入金

8,250百万円

計 10,797百万円

上記の他、信用状及びシンジ

ケートローンの担保として親

会社の定期預金3,558百万円

を差入れております。



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

※１ 前期損益修正益の内訳は、次

のとおりであります。

償却債権 
取立益

10百万円

賞与引当金 
戻入益

166百万円

計 177百万円
 

※１ 前期損益修正益の内訳は、次

のとおりであります。

過年度営業外 
費用修正額

18百万円

償却債権
取立益

2百万円

計 21百万円

※１ 前期損益修正益の内訳は、次

のとおりであります。

過年度特別 
損失修正額

38百万円

償却債権
取立益

13百万円

賞与引当金  
戻入益

166百万円

計 218百万円

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

※２ 固定資産売却益の内訳は、次

のとおりであります。

 

その他（工具器
具及び備品）

0百万円

 
建物及び構築物 0百万円

 

その他（工具器
具及び備品）

2百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 9百万円

その他（工具器
具及び備品）

0百万円

計 9百万円

 

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

機械装置及び運

搬具
0百万円

※３ 固定資産除却損の内訳は、次

のとおりであります。

建物及び構築物 9百万円

機械装置及び 
運搬具

8百万円

その他（工具器
具及び備品）

0百万円

計 19百万円

 

※４ 減損損失

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類

香川県 
高松市

遊休
 リース資産、

 ソフトウェア等

当社グループは、主要な事業

区分を基礎としてグルーピン

グし、遊休資産は個々の資産

毎に減損の兆候を判定してお

ります。

当中間連結会計期間におい

て、ＥＣサイトの全面リニュ

ーアル及びホストコンピュー

ターの統合を行ったことに伴

い遊休状態となった資産につ

いて、減損損失51百万円を認

識しました。主な減損損失は

ソフトウェア14百万円、リー

ス資産36百万円であります。

 

※４ 減損損失

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上い

たしました。

場所 用途 種類

香川県 
高松市

遊休 ソフトウェア

当社グループは、主要な事業

区分を基礎としてグルーピン

グし、遊休資産は個々の資産

毎に減損の兆候を判定してお

ります。

当中間連結会計期間におい

て、新ＦＡＸＯＣＲシステム

への移行に伴い遊休状態とな

った資産（ソフトウェア）に

ついて、減損損失１百万円を

認識しました。

なお、当該資産については、

全額を減損損失に計上してお

ります。

 

※４ 減損損失

当連結会計年度において、当

社グループは以下の資産グル

ープについて減損損失を計上

いたしました。

場所 用途 種類

香川県
高松市

遊休
土地、建物、 
リース資産、 
ソフトウェア等

当社グループは、主要な事業

区分を基礎としてグルーピン

グし、遊休資産は個々の資産

毎に減損の兆候を判定してお

ります。 

当連結会計年度において、売

却予定の土地、建物並びにＥ

Ｃサイトの全面リニューアル

及びホストコンピューターの

統合を行ったことに伴い遊休

状態となった資産について、

減損損失57百万円を認識しま

した。主な減損損失は建物２

百万円、土地４百万円、ソフ

トウェア14百万円、リース資

産36百万円であります。

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しておりま

す。



(中間連結株主資本等変動計算書関係) 

前中間連結会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（注）普通株式の株式数の増加950,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものでありま

す。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
（注）普通株式の自己株式の株式数の増加700株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
（注）普通株式の株式数の増加2,720,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであり

ます。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,363株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少50株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

株式の種類
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 40,350,000 950,000 ― 41,300,000

株式の種類
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 5,009,944 700 ― 5,010,644

株式の種類
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 45,700,000 2,720,000 ― 48,420,000

株式の種類
前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

普通株式（注） 5,011,144 2,363 50 5,013,457



次へ 

前連結会計年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

１ 発行済株式に関する事項 

 

(注) 普通株式の発行済株式の株式数の増加 5,350,000株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるもの

であります。 

  

２ 自己株式に関する事項 

 

(注) 普通株式の自己株式の株式数の増加 1,200株は、単元未満株式の買取によるものであります。 

  

３ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

(中間連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数 (株 )

当連結会計年度
増加株式数 (株 )

当連結会計年度
減少株式数 (株 )

当連結会計年度末 
株式数 (株 )

普通株式(注) 40,350,000 5,350,000 ― 45,700,000

株式の種類 前連結会計年度末 
株式数 (株 )

当連結会計年度
増加株式数 (株 )

当連結会計年度
減少株式数 (株 )

当連結会計年度末 
株式数 (株 )

普通株式(注) 5,009,944 1,200 ― 5,011,144

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 5,227百万円

預入期間が３カ月 
を超える定期預金

△690百万円

現金及び現金同等物 4,536百万円
 

現金及び現金同等物の中間期末残高

と中間連結貸借対照表に掲記されて

いる科目の金額との関係

現金及び預金勘定 4,493百万円

預入期間が３カ月
を超える定期預金

△690百万円

現金及び現金同等物 3,802百万円
 

現金及び現金同等物の期末残高と連

結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び預金勘定 5,663百万円

預入期間が３カ月 
を超える定期預金

△690百万円

現金及び現金同等物 4,972百万円



(リース取引関係) 

  
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
 

(百万円)

取得価額 
相当額

2,104 113 2,217

減価償却 
累計額 
相当額

923 13 937

減損損失 
累計額 
相当額

36 ― 36

中間期末 
残高 
相当額

1,144 99 1,244

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト
ウェア 
(百万円)

合計
 

(百万円)

取得価額 
相当額

1,994 113 2,107

減価償却 
累計額 
相当額

769 35 805

減損損失 
累計額 
相当額

18 ― 18

中間期末 
残高 
相当額

1,206 77 1,284
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト 
ウェア 

(百万円)

合計 
 

(百万円)

取得価額
相当額

1,759 113 1,872

減価償却
累計額 
相当額

766 24 790

減損損失
累計額 
相当額

18 ― 18

期末残高
相当額

974 88 1,063

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高
未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 365百万円

１年超 921百万円

合計 1,286百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

28百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高
未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 385百万円

１年超 924百万円

合計 1,310百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

3百万円

 

② 未経過リース料期末残高相当額

等 

 

未経過リース料期末残高相当額

１年内 314百万円

１年超 767百万円

合計 1,082百万円

リース資産減損勘定の残高

10百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 186百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

8百万円

減価償却費 
相当額

176百万円

支払利息相当額 12百万円

減損損失 36百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 216百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

6百万円

減価償却費
相当額

200百万円

支払利息相当額 23百万円

減損損失 ―百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩高、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 383百万円

リース資産減損 
勘定の取崩高

26百万円

減価償却費
相当額

360百万円

支払利息相当額 30百万円

減損損失 36百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法に
よっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の
取得価額相当額との差額を利
息相当額とし、各連結会計年
度への配分方法については、
利息法によっております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 2百万円

合計 5百万円

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 6百万円



次へ 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び中間連結貸借対照表計上額 

  

 
  

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない有価証券の内容及び連結貸借対照表計上額 

  

 
  

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 1,321 2,612 1,291

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,006

投資事業有限責任組合への出資等 10

区分
取得原価
(百万円)

中間連結貸借
対照表計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 1,321 2,616 1,295

中間連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,000

投資事業有限責任組合への出資 8

区分
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額 
(百万円)

株式 1,321 2,504 1,183

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,000

非上場債券 1

投資事業有限責任組合への出資金 9



(デリバティブ取引関係) 

 前中間連結会計期間末(平成18年６月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) １ 時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。 

  

当中間連結会計期間末(平成19年６月30日) 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

 
(注) １ 時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。 

  

前連結会計年度末(平成18年12月31日) 

(1) 通貨関連 

  

 
(注) １ 時価の算定方法  取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

２ ヘッジ会計が適用されているものについては、記載の対象から除いております。 

  

(2) 金利関連 

ヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除いております。 

  

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益 
(百万円)

通貨
スワップ取引 
 米ドル

58,328 1,127 1,127

対象物の種類 取引の種類
契約額等
（百万円）

時価
（百万円）

評価損益 
(百万円)

通貨
スワップ取引 
 米ドル

58,328 1,728 1,728

区分 取引の種類
契約額等
(百万円)

うち１年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益 
(百万円)

市場取引 
以外の取引

通貨スワップ取引

 受取米ドル・ 
  支払日本円

58,328 35,550 1,528 1,528



(ストック・オプション等関係) 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

当中間連結会計期間において付与したストック・オプションは、以下のとおりであります。 

 
  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

   該当事項はありません。 

  

平成18年４月
ストック・オプション

付与対象者の区分及び数 当社従業員 789名

ストックオプションの付与数 普通株式 557,400株

付与日 平成18年4月25日

権利確定条件
付与日以降、権利確定日（平成20年３月31日）まで継続して勤務してい
ること

対象勤務期間 平成18年４月25日より平成20年３月31日まで

権利行使期間 平成20年４月１日より平成24年３月31日まで

権利行使価格 740円



前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

 (1) ストック・オプションの内容 

 
  

 
  

 
  

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成14年３月28日

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役18名、当社従業員1,634名

 株式の種類及び付与数  普通株式 961,500株

 付与日  平成14年４月10日

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成15年４月１日～平成20年３月31日

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成15年３月28日

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役６名、当社監査役４名、当社従業員1,576名

 株式の種類及び付与数  普通株式 937,100株

 付与日  平成15年４月22日

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成17年４月１日～平成21年３月31日

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成16年３月30日

 付与対象者の区分及び人数  当社取締役７名、当社監査役４名、当社従業員1,531名

 株式の種類及び付与数  普通株式 2,702,000株

 付与日  平成16年４月23日

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成18年４月１日～平成22年３月31日

 会社名 提出会社

 決議年月日 平成18年３月30日

 付与対象者の区分及び人数  当社従業員789名

 株式の種類及び付与数  普通株式 557,400株

 付与日  平成18年４月25日

 権利確定条件  権利確定条件は付されておりません。

 対象勤務期間  対象勤務期間の定めはありません。

 権利行使期間  平成20年４月１日～平成24年３月31日



前へ 

 (2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

  ① ストック・オプションの数 

 
  

  ② 単価情報 

 
  

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

 決議年月日 平成14年３月28日 平成15年３月28日 平成16年３月30日 平成18年３月30日

 権利確定前

  期首（株） ― ― 2,641,700 ―

  付与（株） ― ― ― 557,400

  失効（株） ― ― 28,500 46,600

  権利確定（株） ― ― 2,613,200 ―

  未確定残（株） ― ― ― 510,800

 権利確定後

  期首（株） 868,300 893,800 ― ―

  権利確定（株） ― ― 2,613,200 ―

  権利行使（株） ― ― ― ―

  失効（株） 72,600 52,600 129,000 ―

  未行使残（株） 795,700 841,200 2,484,200 ―

 会社名 提出会社 提出会社 提出会社 提出会社

 決議年月日 平成14年３月28日 平成15年３月28日 平成16年３月30日 平成18年３月30日

 権利行使価格 1,700 1,544 1,277 740

 行使時平均株価 ― ― ― ―

 付与日における
 公正な評価単価

― ― ― ―



(セグメント情報) 

【事業の種類別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

  (1) 通信販売事業  カタログ、インターネット等を媒体とする通信販売事業、保険・旅行等代理店事業及

び通販販促業務代行サービス事業 

  (2) 金融事業    融資事業（平成16年７月１日から平成18年３月30日までの間、新規貸出を中止してお

りましたが、平成18年３月31日より新規貸出を一部再開しております。） 

  (3) 美術品販売事業 古物・美術工芸品の販売事業 

  (4) その他の事業  不動産事業、その他 

３ 当中間連結会計期間より連結子会社（㈲東洋エンタープライズ）において、古物・美術工芸品の販売事業を

開始したことに伴い、「美術品販売事業」を新規セグメントとして追加いたしました。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

  (1) 通信販売事業  カタログ、インターネット等を媒体とする通信販売事業、保険・旅行等代理店事業、

通販販促業務代行サービス事業及び受注代行事業 

  (2) 美術品販売事業 古物・美術工芸品の販売事業 

  (3) 不動産事業   不動産賃貸事業 

  (4) その他の事業  労働者派遣事業、その他 

３ 前中間連結会計期間まで区分表示しておりました「金融事業」は、前連結会計年度において貸金債権を関連

会社（㈱セシールクレジットサービス）へ譲渡したため、当中間連結会計期間より開示の対象から除外して

おります。また、従来「その他の事業」に含めて表示していた「不動産事業」は、前連結会計年度において

当該セグメントの営業利益の重要性が増したため、区分表示しております。なお、前中間連結会計期間「そ

の他の事業」に含まれる「不動産事業」の売上高は67百万円、営業利益は48百万円であります。 

  

通信販売事業 

(百万円)

金融事業 

(百万円)

美術品販売事業

(百万円)

その他の事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

  売上高

(1)外部顧客に対する

売上高
29,790 236 1,073 118 31,218 ― 31,218

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― ― ― ― ―

計 29,790 236 1,073 118 31,218 ― 31,218

営業費用 30,466 168 293 54 30,982 ― 30,982

営業利益又は 

営業損失(△)
△675 68 779 63 235 ― 235

通信販売事業 

(百万円)

美術品販売 

事業(百万円)

不動産事業 

(百万円)

その他の事業 

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

  売上高

(1)外部顧客に対する

売上高
31,888 113 71 68 32,141 ― 32,141

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― ― 283 283 △283 ―

計 31,888 113 71 352 32,425 △283 32,141

営業費用 31,387 48 24 390 31,851 △283 31,567

営業利益又は 

営業損失(△)
500 65 46 △38 574 ― 574



前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分の方法は、企業集団内の事業展開を基準として区分しております。 

２ 事業区分の主要な内容 

  (1) 通信販売事業  カタログ、インターネット等を媒体とする通信販売事業、保険・旅行等代理店事業、

通販販促業務代行サービス事業及び受注代行事業 

  (2) 金融事業    融資事業（平成16年７月１日から平成18年３月30日までの間、新規貸出を中止してお

りましたが、平成18年３月31日より新規貸出を一部再開しております。） 

  (3) 美術品販売事業 古物・美術工芸品の販売事業 

  (4) 不動産事業   不動産賃貸事業 

  (5) その他の事業  労働者派遣事業、その他 

３ 当連結会計年度より連結子会社（㈱セシールビジネス＆スタッフィング）において、古物・美術工芸品の販

売事業を開始したことに伴い、「美術品販売事業」を新規セグメントとして追加いたしました。また、従来

「その他の事業」に含めて表示していた「不動産事業」は、当該セグメントの営業利益の重要性が増したた

め、当連結会計年度より開示の対象としております。なお、前連結会計年度「その他の事業」に含まれる

「不動産事業」の売上高は133百万円、営業利益は94百万円、資産は2,848百万円、減価償却費は11百万円、

減損損失は58百万円、資本的支出は０百万円であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

在外連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

通信販売事業 

(百万円)

金融事業 

(百万円)

美術品販売 

事業(百万円)

不動産事業 

(百万円)

その他の事業

(百万円)

計 

(百万円)

消去又は全社 

(百万円)

連結 

(百万円)

  売上高

(1)外部顧客に対する

売上高
62,081 324 1,091 136 95 63,729 ― 63,729

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高
― ― 0 ― 198 198 △198 ―

計 62,081 324 1,091 136 294 63,927 △198 63,729

営業費用 62,180 236 297 34 347 63,096 △198 62,897

営業利益又は 

営業損失(△)
△98 87 793 101 △53 831 ― 831



【海外売上高】 

前中間連結会計期間(自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係) 

当中間連結会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
  

(注) １株当たり中間(当期)純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益金額の算定上の基礎は、以

下のとおりであります。 

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり純資産額 455円26銭 １株当たり純資産額 465円60銭 １株当たり純資産額 456円36銭

１株当たり 
中間純利益金額

6円12銭
１株当たり 
中間純利益金額

22円59銭
１株当たり
当期純利益金額

34円37銭

潜在株式調整後１株
当たり中間純利益金額

5円77銭
潜在株式調整後１株 
当たり当期純利益金額

31円71銭

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当中

間連結会計期間から繰延ヘッジ損益

（税効果調整後）の金額を普通株式

に係る中間連結会計期間末の純資産

額に含めております。 

なお、前中間連結会計期間に係る中

間連結財務諸表において採用してい

た方法により算定した当中間連結会

計期間の１株当たり純資産額は、

454円63銭であります。

 

潜在株式調整後１株当たり中間純利

益金額については、希薄化効果を有

する潜在株式が存在しないため記載

しておりません。

（追加情報） 

「１株当たり当期純利益に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第４号）が平成18年１月31

日付で改正されたことに伴い、当連

結会計年度から繰延ヘッジ損益（税

効果調整後）の金額を普通株式に係

る期末の純資産額に含めておりま

す。 

なお、前連結会計年度に係る連結財

務諸表において採用していた方法に

より算定した当連結会計年度の１株

当たり純資産額は、455円05銭であ

ります。

項目
前中間連結会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１株当たり中間(当期)純利益

中間(当期)純利益(百万円) 216 960 1,286

普通株主に帰属しない金額 
(百万円)

― ― ―

普通株式に係る 
中間(当期)純利益(百万円)

216 960 1,286

普通株式の期中平均株式数 
(千株)

35,363 42,530 37,424

潜在株式調整後１株当たり中
間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益調整額 ― ― ―

普通株式増加数(千株) 2,145 ― 3,145

(うち新株予約権(千株)) （2,145） （ ― ） （3,145）

希薄化効果を有しないため、

潜在株式調整後１株当たり中

間(当期)純利益の算定に含め

なかった潜在株式の概要

・新株予約権

(ストックオプション)

１種類(831,400株)

・新株予約権

(ストックオプション)

３種類(40,267個)

・新株引受権

(ストックオプション)

１種類(779,900株)

・新株予約権

(ストックオプション)

３種類(37,517個)

・新株引受権

(ストックオプション)

１種類(795,700株)

・新株予約権

(ストックオプション)

３種類( 38,362個)



(重要な後発事象) 

 
  

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 

前中間連結会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前連結会計年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１．新株予約権の行使 多額な資金の借入 ―――

 

当中間連結会計期間終了後、平
成18年８月25日までに、当社が
発行する第１回Ａ種新株予約権
が行使されました。 
その概要は以下のとおりであり
ます。

発行した株式の 
種類及び株式数

普通株式
4,400千株

発行価額
１株当たり

230円

発行総額 1,012百万円

発行価額のうち資 
本へ組み入れる額

506百万円

 

当社は、財務制限条項に抵触して
おりました、シンジケートローン
（7,000百万円）の一括返済資金
として以下のとおり借入を実施い
たしました。 
これにより、平成19年９月19日付
で当該シンジケートローン残高は
０円となり、継続企業の注記の当
該状況の要因である財務制限条項
に抵触する事実は解消されまし
た。

１．①契約内容 短期借入金

②借入先
ドレスナー・クライ
ンオート証券会社

③借入金額 4,000百万円

④借入金利 3.80％(固定)

⑤実施時期 平成19年９月19日

⑥返済期限 平成19年10月２日

⑦返済方法 期日一括

⑧担保提供資産 無

なお、平成19年９月20日の取締役会

において、当該借入金の返済資金と

して新たなシンジケートローンを組

成し、平成19年10月２日に実行する

ことを決議しております。

２．①契約内容 短期借入金

②借入先
ドレスナー・クライ
ンオート証券会社

③借入金額 3,000百万円

④借入金利 3.80％(固定)

⑤実施時期 平成19年９月19日

⑥返済期限 平成20年９月18日

⑦返済方法 期日一括

⑧担保提供資産 無

２．債権譲渡

当社は金融事業における責任体
制の明確化と意思決定の迅速化
を図るため、平成18年９月20日
現在の金融事業における貸金債
権1,501百万円（営業貸付金
1,451百万円，任意整理債権等
50百万円）を関連会社の㈱セシ
ールクレジットサービスに譲渡
いたしました。なお、これらの
債権に対する貸倒引当金計上額
は88百万円（平成18年８月31日
現在）であります。

 
譲渡先

㈱セシールクレジッ
トサービス

譲渡価額 1,460百万円

債権譲渡契  
約書締結日

平成18年９月15日

債権譲渡日 平成18年９月20日



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 4,444 3,460 4,401

 ２ 売掛金 5,451 6,280 6,194

 ３ 営業貸付金 1,634 ― ―

 ４ たな卸資産 5,299 6,451 5,710

 ５ 前払費用 1,203 1,060 1,608

 ６ 未収入金 ― 3,268 3,425

 ７ その他 3,070 2,497 2,327

   貸倒引当金 △284 △186 △177

   流動資産合計 20,819 43.2 22,832 46.1 23,490 46.6

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産

  (1) 建物
※１ 
※２

10,270 9,807 10,037

  (2) 土地 ※２ 9,418 9,403 9,413

  (3) その他
※１ 
※２

1,186 1,072 1,119

   計 20,875 43.4 20,282 41.0 20,571 40.8

 ２ 無形固定資産 778 1.6 697 1.4 743 1.5

 ３ 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 ※２ 3,621 3,625 3,513

  (2) その他 2,147 2,100 2,091

    貸倒引当金 △91 △14 △27

   計 5,676 11.8 5,711 11.5 5,578 11.1

   固定資産合計 27,331 56.8 26,691 53.9 26,893 53.4

   資産合計 48,151 100.0 49,524 100.0 50,383 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成18年６月30日)

当中間会計期間末

(平成19年６月30日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成18年12月31日)

区分
注記
番号

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 買掛金 ※２ 4,021 4,025 4,187

 ２ 関係会社短期借入金 4,800 4,000 4,000

 ３ 一年以内返済予定の 
   長期借入金

※２ 1,625 1,000 2,125

 ４ 一年以内返済予定の 
   関係会社長期借入金

― 400 ―

 ５ 一年以内返済予定の 
   長期リース債務

144 147 145

 ６ 未払金 4,870 7,654 7,421

 ７ 未払法人税等 31 25 25

 ８ 賞与引当金 9 237 ―

 ９ 返品調整引当金 65 84 93

 10 販売促進引当金 819 645 699

 11 利息返還損失引当金 74 ― ―

 12 その他 ※３ 993 904 1,256

   流動負債合計 17,455 36.3 19,123 38.6 19,955 39.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※２ 10,312 6,500 8,250

 ２ 関係会社長期借入金 ― 300 ―

 ３ 退職給付引当金 3,270 3,008 3,143

 ４ 役員退職慰労引当金 1 1 1

 ５ 利息返還損失引当金 ― 30 14

 ６ その他 1,016 853 861

   固定負債合計 14,601 30.3 10,694 21.6 12,270 24.4

   負債合計 32,056 66.6 29,817 60.2 32,225 64.0

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 11,770 24.4 12,588 25.4 12,276 24.4

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 5,301 6,120 5,807

  (2) その他資本剰余金 0 0 0

   資本剰余金合計 5,302 11.0 6,120 12.3 5,808 11.5

 ３ 利益剰余金

  (1) その他利益剰余金

    繰越利益剰余金 △190 1,762 895

   利益剰余金合計 △190 △0.4 1,762 3.6 895 1.8

 ４ 自己株式 △1,583 △3.3 △1,584 △3.2 △1,583 △3.2

   株主資本合計 15,298 31.7 18,888 38.1 17,395 34.5

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券評価 
   差額金

773 1.6 775 1.6 708 1.4

 ２ 繰延ヘッジ損益 23 0.1 42 0.1 53 0.1

   評価・換算差額等合計 796 1.7 818 1.7 761 1.5

   純資産合計 16,094 33.4 19,706 39.8 18,157 36.0

   負債純資産合計 48,151 100.0 49,524 100.0 50,383 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間

(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

区分
注記 
番号

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 30,103 100.0 31,778 100.0 62,528 100.0

Ⅱ 売上原価 ※６ 15,158 50.4 15,323 48.2 31,099 49.7

   売上総利益 14,944 49.6 16,454 51.8 31,429 50.3

   割賦売上未実現利益 
   戻入高

438 491 438

   割賦売上未実現利益 
   繰入高

374 430 491

   返品調整引当金戻入額 52 93 52

   返品調整引当金繰入額 65 84 93

   調整後売上総利益 14,995 49.8 16,526 52.0 31,334 50.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※６ 15,570 51.7 16,103 50.7 31,419 50.2

   営業利益又は 
   営業損失(△)

△575 △1.9 423 1.3 △85 △0.1

Ⅳ 営業外収益 ※１ 871 2.9 665 2.1 1,752 2.8

Ⅴ 営業外費用
※２ 
※６

286 1.0 310 1.0 614 1.0

   経常利益 10 0.0 778 2.4 1,052 1.7

Ⅵ 特別利益 ※３ 178 0.6 21 0.1 241 0.4

Ⅶ 特別損失
※４ 
※５

152 0.5 1 0.0 230 0.4

   税引前中間 
   (当期)純利益

36 0.1 797 2.5 1,064 1.7

   法人税、住民税及び 
   事業税

△194 △91 △208

   法人税等調整額 421 227 0.7 21 △70 △0.2 377 168 0.3

   中間(当期)純利益又は 
   中間純損失(△)

△190 △0.6 867 2.7 895 1.4



③ 【中間株主資本等変動計算書】 

  
前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 
                              （単位：百万円） 

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成17年12月31日残高 11,651 12,200 0 12,200

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 118 118 ― 118

 中間純損失 ― ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ―

 資本準備金取崩し ― △7,016 ― △7,016

 利益準備金取崩し ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合
計

118 △6,898 ― △6,898

平成18年６月30日残高 11,770 5,301 0 5,302

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高 944 △7,961 △7,016 △1,582 15,252

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 236

 中間純損失 ― △190 △190 ― △190

 自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

 資本準備金取崩し ― 7,016 7,016 ― ―

 利益準備金取崩し △944 944 ― ― ―

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合
計

△944 7,770 6,826 △0 45

平成18年６月30日残高 ― △190 △190 △1,583 15,298

項目
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 776 ― 776 16,029

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 236

 中間純損失 ― ― ― △190

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 資本準備金取崩し ― ― ― ―

 利益準備金取崩し ― ― ― ―

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

△3 23 19 19

中間会計期間中の変動額合
計

△3 23 19 65

平成18年６月30日残高 773 23 796 16,094



当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日）
                              （単位：百万円） 

 
  

項目

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 その他資本剰余金 資本剰余金合計

平成18年12月31日残高 12,276 5,807 0 5,808

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 312 312 ― 312

 中間純利益 ― ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ―

 自己株式の処分 ― ― △0 △0

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合
計

312 312 △0 312

平成19年６月30日残高 12,588 6,120 0 6,120

項目

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高 895 895 △1,583 17,395

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 625

 中間純利益 867 867 ― 867

 自己株式の取得 ― ― △0 △0

 自己株式の処分 ― ― 0 0

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合
計

867 867 △0 1,492

平成19年６月30日残高 1,762 1,762 △1,584 18,888

項目
評価・換算差額等

純資産合計その他有価証券
評価差額金

繰延
ヘッジ損益

評価・換算
差額等合計

平成18年12月31日残高 708 53 761 18,157

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 625

 中間純利益 ― ― ― 867

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 自己株式の処分 ― ― ― 0

株主資本以外の項目の中
間会計期間中の変動額
（純額）

66 △10 56 56

中間会計期間中の変動額合
計

66 △10 56 1,548

平成19年６月30日残高 775 42 818 19,706



前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

（単位：百万円） 

 
  

 
  

株主資本

資本金

資本剰余金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金合計

平成17年12月31日残高 11,651 12,200 0 12,200

事業年度中の変動額

 新株の発行 624 624 ― 624

 当期純利益 ― ― ― ―

 自己株式の取得 ― ― ― ―

 資本準備金取崩し ― △7,016 ― △7,016

 利益準備金取崩し ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額）

― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 624 △6,392 ― △6,392

平成18年12月31日残高 12,276 5,807 0 5,808

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他
利益剰余金 利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成17年12月31日残高 944 △7,961 △7,016 △1,582 15,252

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― ― 1,248

 当期純利益 ― 895 895 ― 895

 自己株式の取得 ― ― ― △0 △0

 資本準備金取崩し ― 7,016 7,016 ― ―

 利益準備金取崩し △944 944 ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額）

― ― ― ― ―

事業年度中の変動額合計 △944 8,856 7,911 △0 2,143

平成18年12月31日残高 ― 895 895 △1,583 17,395



  

 
  

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

繰延ヘッジ損益 評価・換算
差額等合計

平成17年12月31日残高 776 ― 776 16,029

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― ― ― 1,248

 当期純利益 ― ― ― 895

 自己株式の取得 ― ― ― △0

 資本準備金取崩し ― ― ― ―

 利益準備金取崩し ― ― ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額 
 (純額）

△68 53 △15 △15

事業年度中の変動額合計 △68 53 △15 2,128

平成18年12月31日残高 708 53 761 18,157



継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 当社は当中間会計期間において継

続的な営業損失を計上している状況

にあります。また、前事業年度にお

いて経常損失を計上(通算３期連続)

したこと、大幅な特別損失を計上し

たことによりコミットメントライン

契約の財務制限条項に抵触する事実

が発生しております。当該状況によ

り継続企業の前提に関する重要な疑

義が存在しております。

 当社グループは当該状況を解消す

る為に、ライブドアグループとの提

携により取得したテレマーケティン

グやインターネットマーケティング

のノウハウを駆使して下記施策を実

行し、黒字化と継続的な成長スパイ

ラルへの転換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトや顧客セグメントの見直

しによるカタログ配布の効率

化などにより更なるコスト削

減を図っております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上高の維持

  健康食品などのリピート系商

材についてアウトバウンドに

よるＰＵＳＨ型マーケティン

グを実施し、売上の獲得と顧

客リストの活性化を図ってお

ります。また、インバウンド

チームにより、欠品時の代替

商品の提案やキャンペーン商

品のクロスセル等を行ってお

ります。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得

  平成18年４月にショッピング

サイトを全面的にリニューア

ルしたことで、ネット初心者

の方にも、より快適にご注文

いただけるようになりまし

た。また、アフィリエイトや

メールマーケティングを強化

するとともに新規のプロモー

ションを実施し、新規顧客の

獲得を図っております。

 当社は平成17年12月期事業年度に

おいて経常損失を計上(通算３期連

続)したことによりコミットメント

ライン契約の財務制限条項に抵触す

る事実が発生しております。

 当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。

 当社は当該状況を解消する為に、

親会社である㈱ライブドアホールデ

ィングスから人材を受け入れており

ます。人的交流等により取得したマ

ーケティングノウハウ等を駆使して

下記施策を実行し、その効果も加え

たうえで継続的な成長スパイラルへ

の転換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトや顧客セグメントの見直

しによるカタログ配布の効率

化など、あらゆる項目につい

て徹底的なコストダウンを図

っております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上の拡大

  健康食品などのリピート商材

について、アウトバウンドに

よる積極的な販売活動を展開

し、売上の獲得と顧客リスト

の活性化を図っております。

また、インバウンドチームに

よる欠品時の代替商品の提案

や、キャンペーン商品のクロ

スセル等を行なっておりま

す。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得と売上の拡大

  ネット専用ＭＤの拡大とコン

テンツの充実によりサイト訪

問客の増加と定着化を図って

おります。さらに、アフィリ

エイト及びリスティング広告

などによる新規顧客の獲得

と、Ｗｅｂ2.0への取り組み

強化によりＣＮＣ会員の獲得

や売上の増加を図っておりま

す。

 前事業年度において経常損失を計

上（通算３期連続）したこと、大幅

な特別損失を計上したことによりコ

ミットメントライン契約の財務制限

条項に抵触する事実が発生しており

ます。 

 なお、当社における当事業年度の

業績は前事業年度との比較で、売上

高は14億11百万円の増収となり、経

常利益は10億52百万円（前年同期は

24億78百万円の損失）、当期純利益

は８億95百万円（前年同期は79億61

百万円の損失）を計上しております

が、シンジケート団との交渉の結

果、財務制限条項の抵触を解消する

に至っておりません。 

 また、当社は当事業年度において

大幅な改善は見られるものの、継続

的な営業損失を計上している状況に

あります。

 当該状況により継続企業の前提に

関する重要な疑義が存在しておりま

す。 

 当社は当該状況を解消するため

に、ライブドアグループとの提携に

より取得したテレマーケティングや

インターネットマーケティングのノ

ウハウを駆使して下記施策を実行

し、継続的な成長スパイラルへの転

換を図っております。

① コスト削減の徹底

  ネットプロモーションへのシ

フトやカタログ配布の効率化

など、あらゆる項目について

徹底的なコストダウンを図っ

ております。

② テレマーケティングの強化に

よる売上高の維持

  健康食品などのリピート系商

材について、アウトバウンド

による積極的な販売活動を展

開し、売上の獲得と顧客リス

トの活性化を図っておりま

す。また、インバウンドチー

ムによる欠品時の代替商品の

提案や、キャンペーン商品の

クロスセル等を行っておりま

す。



前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 なお、財務制限条項に抵触する事

実を踏まえたうえで、シンジケート

団からは継続的な取引を維持する旨

の同意を得ております。また、ライ

ブドアグループの中心である㈱ライ

ブドアの直接の子会社となったこと

により、資金面を含めて全面的な支

援を受けております。今後について

も全面的に支援する旨の確認を得て

おり、長期的な経営基盤は安定する

ものと考えております。

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を中間財務諸表に反映

しておりません。

 さらに、親会社である㈱ライブド

アホールディングスからは、今後も

資金面を含めた経営資源の提供等、

全面的に支援を継続する旨の確認を

得ております。これにより長期的な

経営基盤は安定するものと考えてお

ります。

 中間財務諸表は継続企業を前提と

して作成しており、このような重要

な疑義の影響を中間財務諸表に反映

しておりません。

 なお、当社はドレスナー・クライ

ンオート証券会社から短期借入によ

る70億円の資金調達を行い、平成19

年９月19日付で、シンジケートロー

ンの期限前一括返済を行っておりま

す。これにより、財務制限条項に抵

触する事実は消滅し、継続企業の前

提に関する重要な疑義は解消されて

おります。

③ インターネットマーケティン

グの強化による新規顧客の獲

得と売上の拡大

  ネット専用ＭＤの拡大とコン

テンツの充実によりサイト訪

問客の増加と定着化を図って

おります。さらに、アフィリ

エイト及びリスティング広告

などによる新規顧客の獲得

と、Ｗｅｂ2.0への取り組み

強化によりＣＮＣ会員の獲得

や売上の増加を図っておりま

す。

 なお、財務制限条項に抵触する事

実を踏まえたうえで、シンジケート

団からは継続的な取引を維持する旨

の同意を得ております。さらに、平

成18年４月13日にライブドアグルー

プの中心である㈱ライブドアの直接

の子会社となったことで、資金面を

含めた全面的な支援を受けており、

今後についても全面的に支援する旨

の確認を得ております。これによ

り、長期的な経営基盤は安定するも

のと考えております。

 期末における財務諸表は継続企業

を前提として作成しており、このよ

うな重要な疑義の影響を財務諸表に

反映しておりません。



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

 (1) 有価証券 ――― ・子会社株式及び関連会

社株式

移動平均法による原価

法

・子会社株式及び関連会

社株式

同左

・その他有価証券

  時価のあるもの

    …当中間期末日の

市場価格等に基

づく時価法（評

価差額は全部純

資産直入法によ

り処理し、売却

原価は移動平均

法により算定し

ております。)

・その他有価証券

  時価のあるもの

    …同左

・その他有価証券

  時価のあるもの

    …期末日の市場価

格等に基づく時

価法(評価差額

は、全部純資産

直入法により処

理し、売却原価

は移動平均法に

より算定してお

ります。)

  時価のないもの

    …移動平均法によ

る原価法

  時価のないもの

同左

  時価のないもの

同左

 (2) デリバティブ ・時価法 同左 同左

 (3) たな卸資産 ・商品……総平均法による

原価法

・商品……同左 ・商品……同左

・貯蔵品… 終仕入原価法 ・貯蔵品…同左 ・貯蔵品…同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

 (1) 有形固定資産 ・建物(建物附属設備を除

く)は定額法、建物以外

については定率法によっ

ております。なお、主な

耐用年数は以下のとおり

であります。

建物及び 
構築物

３～50年

機械装置及び 
車両運搬具

４～12年

工具器具 
及び備品

４～20年

同左 同左

 (2) 無形固定資産 ・定額法によっておりま

す。ただし、ソフトウェ

ア(自社利用分)について

は、社内における利用可

能期間(５年)による定額

法によっております。

同左 同左

 (3) 長期前払費用 ・定額法 同左 同左

３ 繰延資産の処理方

法

――― ・株式交付費については、

支出時に全額費用として

処理しております。

・株式交付費及び社債発行

費等については、支出時

に全額費用として処理し

ております。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

４ 引当金の計上基準

 (1) 貸倒引当金 ・売上債権等の貸倒損失に

備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に

回収可能性を検討し、回

収不能見込額を計上して

おります。

同左 同左

 (2) 賞与引当金 ・従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額

のうち、当中間会計期間

対応額を計上しておりま

す。ただし、平成18年度

冬季賞与については、現

時点の計画では支給を織

り込んでいないため、一

部契約社員に対する支給

見込み額のみを計上して

おります。

・従業員に支給する賞与に

充てるため、支給見込額

のうち、当中間会計期間

対応額を計上しておりま

す。

―――

 (3) 返品調整引当金 ・当中間期末日後に予想さ

れる返品による損失に備

えるため、過去の返品率

等を勘案し、当該返品に

伴う売上総利益相当額を

計上しております。

同左 ・期末日後に予想される返

品による損失に備えるた

め、過去の返品率等を勘

案し、当該返品に伴う売

上総利益相当額を計上し

ております。

 (4) 販売促進引当金 ・販売促進を目的とするポ

イント制度に基づき、顧

客へ付与したポイントの

使用に備えるため、当中

間会計期間末において将

来使用されると見込まれ

る額を計上しておりま

す。

同左 ・販売促進を目的とするポ

イント制度に基づき、顧

客へ付与したポイントの

使用に備えるため、当事

業年度末において将来使

用されると見込まれる額

を計上しております。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (5) 利息返還損失引

当金

・将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

（追加情報）

・従来、支払時に費用処理

していた利息の返還額に

ついては、平成18年１月

に「貸金業の規制等に関

する法律」第43条（みな

し弁済規定）に関する

高裁判決が出されたこ

と、利息の返還額に金額

的重要性が増してきたこ

とを鑑み、また、日本公

認会計士協会より「「貸

金業の規制等に関する法

律」のみなし弁済規定の

適用に係る 高裁判決を

踏まえた消費者金融会社

等における監査上の留意

事項について」（日本公

認会計士協会リサーチ・

セ ン タ ー 審 理 情 報

［№24］平成18年３月15

日）が公表されたことを

踏まえ、当中間会計期間

より、将来の利息返還請

求により発生すると見込

まれる額を引当計上して

おります。

 なお、この変更により従

来と比較して、税引前中

間純利益は74百万円減少

しております。

・将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

・将来の利息返還の請求に

備え、過去の返還実績等

を勘案した必要額を計上

しております。

（追加情報）

・「消費者金融会社等の利

息返還請求による損失に

係る引当金の計上に関す

る監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会 平成

18年10月13日 業種別委

員会報告第37号）が公表

され、利息返還損失引当

金の算定方法及び合理的

見積期間の考え方が整理

されたことに伴い、当事

業年度より将来の利息返

還請求により発生すると

見込まれる額を引当計上

しております。

 この結果、従来の方法に

比較して、税引前当期純

利益は14百万円減少して

おります。



項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 (6) 退職給付引当金 ・従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き、当中間期末において

発生していると認められ

る額を計上しておりま

す。

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。

同左 ・従業員の退職給付に備え

るため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び

年金資産の見込額に基づ

き計上しております。

 数理計算上の差異は、各

事業年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

(５年)による定額法によ

り按分した額をそれぞれ

発生の翌事業年度から費

用処理することとしてお

ります。

 (7) 役員退職慰労引

当金

・平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。

 なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

（追加情報）

・従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に

基づく中間会計期間末要

支給額を計上しておりま

したが、会社業績不振に

より、人件費圧縮のニー

ズが高まる中、経営層か

ら先ず範を垂れるべきで

あること等の理由によ

り、当中間会計期間にお

いて、役員退職慰労金制

度を廃止いたしました。

この結果、前中間会計期

間と同一の基準によった

場合に比べ、経常利益及

び税引前中間純利益は、

それぞれ７百万円増加し

ております。

・平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。

  なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

・平成18年１月より役員退

職慰労金の内規を廃止し

たため、新たな役員退職

慰労引当金の繰入は行っ

ておりません。 

なお、平成17年12月末ま

で内規に基づき繰入れを

行ってきた引当額は退任

の都度、当該引当額を個

別に精算しております。

（追加情報）

 従来、役員の退職慰労金

の支出に備えて、内規に

基づく事業年度末要支給

額を計上しておりました

が、会社業績不振によ

り、人件費圧縮のニーズ

が高まる中、経営層から

先ず範を垂れるべきであ

ること等の理由により、

当事業年度において、役

員退職慰労金制度を廃止

いたしました。この結

果、前事業年度と同一の

基準によった場合に比

べ、経常利益及び税引前

当期純利益は、それぞれ

16百万円増加しておりま

す。



次へ 

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

５ リース取引の処理

方法

・リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処

理によっております。

同左 同左

６ ヘッジ会計の方法

 (1) ヘッジ会計の方

法

・繰延ヘッジ処理によって

おります。なお、為替予

約等について振当処理の

要件を満たす場合は振当

処理を行っております。

また、金利スワップにつ

いては、特例処理の要件

を満たしている場合は特

例処理を採用しておりま

す。

同左 同左

 (2) ヘッジ手段とヘ

ッジ対象

・ヘッジ手段…デリバティ

ブ取引(為替予約、金利

スワップ等)

・ヘッジ対象…商品輸入に

よる外貨建金銭債務及び

外貨建予定取引、借入金

同左 同左

 (3) ヘッジ方針 ・デリバティブ取引に関す

る権限規定等を定めた内

部規定に基づき、ヘッジ

対象に係る為替変動リス

ク及び金利変動リスクを

一定の範囲内でヘッジし

ております。

同左 同左

 (4) ヘッジ有効性評

価の方法

・ヘッジ手段の変動額の累

計額とヘッジ対象の変動

額の累計額を比較して有

効性の判定をしておりま

す。ただし、特例処理に

よっている金利スワップ

については、有効性の評

価を省略しております。

同左 同左

７ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための基本とな

る重要な事項

 (1) 消費税等の会計

処理の方法

・消費税等の会計処理は税

抜方式によっておりま

す。

同左 同左

 (2) 販売用印刷費等

の会計処理

・当社は通信販売を行って

おり、下半期の売上高に

対応するカタログ関連費

用は前払費用に計上して

おります。

同左 ・当社は通信販売を行って

おり、翌期の売上高に対

応するカタログ関連費用

は前払費用に計上してお

ります。

 (3) 連結納税制度の

適用

・連結納税制度を適用して

おります。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

(貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準)

当中間会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」 (企業会計基準委

員会 企業会計基準第５号 平

成17年12月９日）及び「貸借対

照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準等の適用指針」（企

業会計基準委員会 企業会計基

準適用指針第８号 平成17年12

月９日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は16,071百万円でありま

す。

なお、中間財務諸表等規則の改

正により、当中間会計期間にお

ける中間貸借対照表の純資産の

部については、改正後の中間財

務諸表等規則により作成してお

ります。

――― (貸借対照表の純資産の部の表示に 

 関する会計基準)

当事業年度より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会

計基準」 (企業会計基準委員会

企業会計基準第５号 平成17年 

12月９日）及び「貸借対照表の

純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計

基準委員会 企業会計基準適用

指針第８号 平成17年12月９

日）を適用しております。

従来の資本の部の合計に相当す

る金額は18,104百万円でありま

す。 

なお、財務諸表等規則の改正に

より、当事業年度における貸借

対照表の純資産の部について

は、改正後の財務諸表等規則に

より作成しております。

――― (有形固定資産の減価償却方法)

当中間会計期間より、法人税法

の改正((所得税法等の一部を改

正する法律 平成19年３月30日

法律第6号)及び(法人税法施行令

の一部を改正する政令 平成19

年３月30日 政令第83号))に伴

い、平成19年４月１日以降に取

得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に規定す

る減価償却方法により減価償却

費を計上しております。この結

果、損益に与える影響は軽微で

あります。

―――

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

(中間貸借対照表)

前中間会計期間に区分掲記していた「工具器具及び

備品」（当中間会計期間148百万円）は、資産総額

の100分の５以下となったため、当中間会計期間よ

り有形固定資産の「その他」に含めて表示する方法

に変更いたしました。

(中間貸借対照表)

  「未収入金」は、前中間会計期間まで流動資産の

「その他」に含めて表示しておりましたが、資産総

額の100分の５を超えたため、区分掲記いたしまし

た。 

なお、前中間会計期間における「未収入金」の金額

は1,196百万円であります。



次へ 

追加情報 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

固定資産の減損に係る会計基準

(「固定資産の減損に係る会計基準

の設定に関する意見書」(企業会計

審議会 平成14年８月９日))及び

「固定資産の減損に係る会計基準の

適用指針」(企業会計基準適用指針

第６号 平成15年10月31日)を、前

事業年度下期より適用しておりま

す。 

平成17年10月の「ライブドアグルー

プ」との資本及び業務提携に関する

契約の締結をうけ、経営計画につい

て「ライブドアグループ」の一員と

して事業再生的な抜本的見直しを行

い、事業資産の有効活用についての

再構築を実施した結果、遊休資産の

含み損を前事業年度中に処理するこ

とが不可避であるとの判断に基づ

き、上記会計処理への変更を前事業

年度下期に実施したため、中間・年

度の首尾一貫性を欠くことになりま

した。 

なお、前中間会計期間は適用後の方

法によった場合に比べ、減損損失

（特別損失）は4,033百万円少な

く、税引前中間純利益は同額多く計

上されております。

――― ―――



注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間末 
(平成18年６月30日)

当中間会計期間末
(平成19年６月30日)

前事業年度末 
(平成18年12月31日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,639百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,908百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

20,856百万円

 

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

建物 10,269百万円

土地 9,418百万円
その他 
(有形固
定資産)

622百万円

投資 
有価証券

3,610百万円

計 23,920百万円
 

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

建物 9,778百万円

土地 9,332百万円
その他
(有形固
定資産)

258百万円

投資
有価証券

3,614百万円

計 22,984百万円

※２ 担保に供している資産及び担

保付債務

  (1) 担保に供している資産

現金及び

預金
1,049百万円

建物 10,036百万円

土地 9,413百万円
その他
( 有 形 固
定資産)

611百万円

投資
有価証券

3,502百万円

計 24,613百万円

 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務
一年以内

1,625百万円返済予定の
長期借入金

長期借入金10,312百万円

上記の他、信用状の担保とし

て親会社の所有する有価証券

（当中間会計期間末時価

3,962百万円）を差入れてお

ります。

 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務

買掛金 505百万円
一年以内

1,000百万円返済予定の
長期借入金

長期借入金 6,500百万円

上記の他、信用状の担保とし

て親会社の定期預金2,500百

万円、シンジケートローンの

担保として子会社の土地等

1,480百万円を差入れており

ます。

 

  (2) 上記担保資産に対応する債

務

買掛金 422百万円

一年以内 
返済予定の 
長期借入金

2,125百万円

長期借入金 8,250百万円

計 10,797百万円

上記の他、信用状の担保とし

て親会社の定期預金2,500百

万円、シンジケートローンの

担保として親会社の定期預金

1,058百万円及び子会社の土

地等1,480百万円を差入れて

おります。

※３ 消費税等の表示方法

    未払消費税等は、流動負債

の「その他」に含めて表示

しております。

※３ 消費税等の表示方法

同左

※３     ―――



(中間損益計算書関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 0百万円

為替差益 213百万円

デリバティブ 
評価益

385百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2百万円

為替差益 282百万円

デリバティブ
評価益

199百万円

※１ 営業外収益のうち主要なもの

受取利息 2百万円

為替差益 458百万円

デリバティブ 
評価益

786百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 218百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 196百万円

※２ 営業外費用のうち主要なもの

支払利息 434百万円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

償却債権 
取立益

10百万円

賞与引当金 
戻入益

166百万円

 

※３ 特別利益のうち主要なもの

過年度営業外
費用修正額

18百万円

償却債権
取立益

2百万円

※３ 特別利益のうち主要なもの

過年度特別 
損失修正額

38百万円

償却債権
取立益

13百万円

固定資産売却  
益（その他）

2百万円

賞与引当金  

戻入益
166百万円

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

 建物 7百万円

 その他 2百万円

 計 9百万円

減損損失 51百万円

事業所閉鎖 
関係損

14百万円

利息返還損失 
引当金繰入額

74百万円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却  

損（その他）
0百万円

減損損失 1百万円

 

※４ 特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損

建物 7百万円

 その他 11百万円

 計 19百万円

減損損失 57百万円

商品強制評価損 119百万円



 
  

前中間会計期間 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年６月30日)

前事業年度 
(自 平成18年１月１日 
 至 平成18年12月31日)

 

※５ 減損損失

   当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしま

した。

場所 用途 種類

香川県 
高松市

遊休
 リース資産、

 ソフトウェア等

当社は、主要な事業区分を基

礎としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産毎に減損

の兆候を判定しております。 

当中間会計期間において、Ｅ

Ｃサイトの全面リニューアル

及びホストコンピューターの

統合を行ったことに伴い遊休

状態となった資産について、

減損損失51百万円を認識しま

した。主な減損損失はソフト

ウェア14百万円、リース資産

36百万円であります。

 

※５ 減損損失

   当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループにつ

いて減損損失を計上いたしま

した。

場所 用途 種類

香川県 

高松市
遊休 ソフトウェア

当社は、主要な事業区分を基

礎としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産毎に減損

の兆候を判定しております。 

当中間会計期間において、新

ＦＡＸＯＣＲシステムへの移

行に伴い遊休状態となった資

産（ソフトウェア）につい

て、減損損失１百万円を認識

しました。

なお、当該資産については、

全額を減損損失に計上してお

ります。

 

※５ 減損損失

   当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて

減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類

香川県
高松市

遊休
土地、建物、 
リース資産、 
ソフトウェア等

当社は、主要な事業区分を基

礎としてグルーピングし、遊

休資産は個々の資産毎に減損

の兆候を判定しております。

当事業年度において、売却予

定の土地、建物並びにＥＣサ

イトの全面リニューアル及び

ホストコンピューターの統合

を行ったことに伴い遊休状態

となった資産について、減損

損失57百万円を認識しまし

た。主な減損損失は建物２百

万円、土地４百万円、ソフト

ウェア14百万円、リース資産

36百万円であります。

なお、回収可能価額は正味売

却価額により測定しておりま

す。

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 293百万円

無形固定資産 102百万円

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 271百万円

無形固定資産 105百万円

※６ 減価償却実施額

有形固定資産 595百万円

無形固定資産 204百万円



前へ   次へ 

(中間株主資本等変動計算書関係) 

前中間会計期間（自 平成18年１月１日 至 平成18年６月30日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加700株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の株式数の増加2,363株は、単元未満株式の買取によるものでありま 

 す。 

２ 普通株式の自己株式の株式数の減少50株は、単元未満株式の買増請求によるものでありま 

 す。 

  

前事業年度（自 平成18年１月１日 至 平成18年12月31日） 

 自己株式に関する事項 

 
(注)普通株式の自己株式の株式数の増加 1,200株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

株式の種類 前事業年度末株式数 
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

普通株式（注） 5,009,944 700 ― 5,010,644

株式の種類 前事業年度末株式数 
（株）

当中間会計期間増加
株式数（株）

当中間会計期間減少
株式数（株）

当中間会計期間末 
株式数（株）

普通株式（注） 5,011,144 2,363 50 5,013,457

株式の種類 前事業年度末株式数 
(株)

当事業年度増加
株式数(株)

当事業年度減少
株式数(株)

当事業年度末 
株式数(株)

普通株式（注） 5,009,944 1,200 ― 5,011,144



(リース取引関係) 

  
前中間会計期間

(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト 
ウェア 
(百万円)

合計 
 

(百万円)

取得価額 
相当額

2,104 113 2,217

減価償却 
累計額 
相当額

923 13 937

減損損失 
累計額 
相当額

36 ― 36

中間期末 
残高 
相当額

1,144 99 1,244

 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト
ウェア 
(百万円)

合計
 

(百万円)

取得価額 
相当額

1,994 113 2,107

減価償却 
累計額 
相当額

769 35 805

減損損失 
累計額 
相当額

18 ― 18

中間期末 
残高 
相当額

1,206 77 1,284
 

１ リース物件の所有権が借主に移

転すると認められるもの以外の

ファイナンス・リース取引

① リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額
その他 
(工具器具
及び備品) 
(百万円)

ソフト 
ウェア 

(百万円)

合計 
 

(百万円)

取得価額
相当額

1,759 113 1,872

減価償却
累計額 
相当額

766 24 790

減損損失
累計額 
相当額

18 ― 18

期末残高
相当額

974 88 1,063

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高
未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 365百万円

１年超 921百万円

合計 1,286百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

28百万円

 

② 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高
未経過リース料中間期末残高相当額

１年内 385百万円

１年超 924百万円

合計 1,310百万円

リース資産減損勘定中間期末残高

3百万円

 

② 未経過リース料期末残高相当額

等 

 
未経過リース料期末残高相当額

１年内 314百万円

１年超 767百万円

合計 1,082百万円

リース資産減損勘定の残高

10百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 186百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

8百万円

減価償却費 
相当額

176百万円

支払利息相当額 12百万円

減損損失 36百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 216百万円

リース資産減損
勘定の取崩額

6百万円

減価償却費
相当額

200百万円

支払利息相当額 23百万円

減損損失 ―百万円

③ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩高、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 383百万円

リース資産減損
勘定の取崩高

26百万円

減価償却費
相当額

360百万円

支払利息相当額 30百万円

減損損失 36百万円

④ 減価償却費相当額の算定方法
リース期間を耐用年数とし、
残存価額を零とする定額法に
よっております。

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

④ 減価償却費相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法
リース料総額とリース物件の
取得価額相当額との差額を利
息相当額とし、各期への配分
方法については、利息法によ
っております。

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

⑤ 利息相当額の算定方法

同左

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 5百万円

合計 7百万円

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 2百万円

合計 5百万円

２ オペレーティング・リース取引

   未経過リース料

１年内 2百万円

１年超 3百万円

合計 6百万円



(有価証券関係) 

前中間会計期間末(平成18年６月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

  

当中間会計期間末(平成19年６月30日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

  

前事業年度末(平成18年12月31日) 

時価のある子会社株式及び関連会社株式は保有しておりません。 

  

(企業結合等関係) 

当中間会計期間（自 平成19年１月１日 至 平成19年６月30日） 

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

(重要な後発事象) 

前中間会計期間
(自 平成18年１月１日
至 平成18年６月30日)

当中間会計期間
(自 平成19年１月１日
至 平成19年６月30日)

前事業年度
(自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日)

１．新株予約権の行使 多額な資金の借入 ―――

 

当中間会計期間終了後、平成18
年８月25日までに、当社が発行
する第１回Ａ種新株予約権が行
使されました。 
その概要は以下のとおりであり
ます。

発行した株式の 
種類及び株式数

普通株式
4,400千株

発行価額
１株当たり

230円

発行総額 1,012百万円

発行価額のうち資 
本へ組み入れる額

506百万円

 

当社は、財務制限条項に抵触して
おりました、シンジケートローン
（7,000百万円）の一括返済資金
として以下のとおり借入を実施い
たしました。 
これにより、平成19年９月19日付
で当該シンジケートローン残高は
０円となり、継続企業の注記の当
該状況の要因である財務制限条項
に抵触する事実は解消されまし
た。

１．①契約内容 短期借入金

②借入先
ドレスナー・クライ
ンオート証券会社

③借入金額 4,000百万円

④借入金利 3.80％(固定)

⑤実施時期 平成19年９月19日

⑥返済期限 平成19年10月２日

⑦返済方法 期日一括

⑧担保提供資産 無

なお、平成19年９月20日の取締役会

において、当該借入金の返済資金と

して新たなシンジケートローンを組

成し、平成19年10月２日に実行する

ことを決議しております。

２．①契約内容 短期借入金

②借入先
ドレスナー・クライ
ンオート証券会社

③借入金額 3,000百万円

④借入金利 3.80％(固定)

⑤実施時期 平成19年９月19日

⑥返済期限 平成20年９月18日

⑦返済方法 期日一括

⑧担保提供資産 無

２．債権譲渡

当社は金融事業における責任体
制の明確化と意思決定の迅速化
を図るため、平成18年９月20日
現在の金融事業における貸金債
権1,501百万円（営業貸付金
1,451百万円、任意整理債権等
50百万円）を関連会社の㈱セシ
ールクレジットサービスに譲渡
いたしました。なお、これらの
債権に対する貸倒引当金計上額
は88百万円（平成18年８月31日
現在）であります。

 
譲渡先

㈱セシールクレジ
ットサービス

譲渡価額 1,460百万円

債権譲渡契  
約書締結日

平成18年９月15日

債権譲渡日 平成18年９月20日



前へ 

(2) 【その他】 

該当事項はありません。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

有価証券報告書 
及びその添付書類

事業年度 
(第34期)

自 平成18年１月１日
至 平成18年12月31日

平成19年３月30日 
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年９月29日

株式会社 セシール 

取締役会 御中 

 

   

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社セシールの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社セシール及び連結子会社の平成18年６月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は前連結会計年度においてコミットメントライン

契約の財務制限条項に抵触する事実が発生している状況にあることから、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表

は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表には反映し

ていない。 

２．重要な後発事象１．に記載のとおり、新株予約権の権利行使により会社は新株を発行している。 

３．重要な後発事象２．に記載のとおり、会社は営業貸付金の債権譲渡を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岩 村 浩 二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  市 田   龍  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  武 田 宏 之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年９月25日

株式会社 セシール 

取締役会 御中 

 

   

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社セシールの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの連結会計年度の中間連結会計期間

(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、

中間連結損益計算書、中間連結株主資本等変動計算書及び中間連結キャッシュ・フロー計算書について中間

監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間

連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間連結財務諸表には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な

うような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続

等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査

の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸

表の作成基準に準拠して、株式会社セシール及び連結子会社の平成19年６月30日現在の財政状態並びに同日

をもって終了する中間連結会計期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の経営成績及びキャッシ

ュ・フローの状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社はコミットメントライン契約の財務制限条項に抵

触する事実が発生している状況にあることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、このような重要な疑義の影響を中間連結財務諸表に反映していない。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は総額7,000百万円の短期借入の実行により、財務制限条項に

抵触したシンジケートローンの期限前一括返済を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岩 村 浩 二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  市 田   龍  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  武 田 宏 之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成18年９月29日

株式会社 セシール 

取締役会 御中 

 

   

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社セシールの平成18年１月１日から平成18年12月31日までの第34期事業年度の中間会計期間

(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社セシールの平成18年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成18年１月１日から平成18年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社は継続的な営業損失の状況および前事業年度にお

いてコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触する事実が発生している状況にあることから、継

続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載され

ている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を中間財

務諸表には反映していない。 

２．重要な後発事象１．に記載のとおり、新株予約権の権利行使により会社は新株を発行している。 

３．重要な後発事象２．に記載のとおり、会社は営業貸付金の債権譲渡を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 
  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岩 村 浩 二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  市 田   龍  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  武 田 宏 之  ㊞

※  上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。



独立監査人の中間監査報告書 
 
  

平成19年９月25日

株式会社 セシール 

取締役会 御中 

 

   

  
 

  
 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられ

ている株式会社セシールの平成19年１月１日から平成19年12月31日までの第35期事業年度の中間会計期間

(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益

計算書及び中間株主資本等変動計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の作成責任は経営者に

あり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査

法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような

重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心

とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。当監査法人は、中間監査の結果と

して中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成

基準に準拠して、株式会社セシールの平成19年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計

期間(平成19年１月１日から平成19年６月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認

める。 

  

追記情報 

１．継続企業の前提に関する注記に記載のとおり、会社はコミットメントライン契約の財務制限条項に抵

触する事実が発生している状況にあることから、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在している。

当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。中間財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、このような重要な疑義の影響を中間財務諸表に反映していない。 

２．重要な後発事象に記載のとおり、会社は総額7,000百万円の短期借入の実行により、財務制限条項に

抵触したシンジケートローンの期限前一括返済を行っている。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

  

以 上 

  

新日本監査法人

指定社員
業務執行社員

公認会計士  岩 村 浩 二  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  市 田   龍  ㊞

指定社員
業務執行社員

公認会計士  武 田 宏 之  ㊞

※ 上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

管しております。
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